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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
市
内
発
生
状
況
や
市
民
・
事
業
者

向
け
の
支
援
制
度
、感
染
拡
大
防
止
の
た
め
閉
館
し
て
い
る
市
施
設
、

中
止
・
延
期
さ
れ
る
イ
ベ
ン
ト
な
ど
の
情
報
を
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に

掲
載
し
て
い
ま
す
。
内
容
は
随
時
更
新
さ
れ
る
た
め
、
最

新
の
情
報
に
つ
い
て
は
、
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
ご
確
認
く

だ
さ
い
（
下
の
コ
ー
ド
か
ら
ア
ク
セ
ス
可
）。
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相談窓口を設置しています
新型コロナウイルスに関する

感染が疑われる場合は、まずは新

型コロナ受診相談センターにご相談

ください。

新型コロナ受診相談センター

専用電話 ０７２（９６３）９３９３、�０７２
（９６０）３８０９ ※専用電話は土・日曜

日、祝休日を含めた終日つながりま

すが、�は月曜日～金曜日９時～１７
時３０分の回答となります。午前中・夕

方に電話が集中し、つながりにくい

状況があります。昼～夕方の時間が比

較的つながりやすい時間帯となって

います。

�対�息苦しさ（呼吸困難）、強いだ
るさ（倦怠感）、高熱などの強い症状

のいずれかがある方 �重症化しや
せき

すい方（※）で、発熱や咳などの比

較的軽い風邪の症状がある方 （※）

高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾

患（COPDなど）などの基礎疾患が

あるまたは透析を受けている方、免

疫抑制剤や抗がん剤などを用いてい

る方、妊婦。 �発熱や咳など比較
的軽い風邪の症状が続いている方（症

状が４日以上続く、解熱剤などを飲

み続けなければならない場合は必ず

ご相談ください。症状には個人差が

ありますので、強い症状と思う場合

にはすぐに相談してください）

子どもがいる方へ

小児については、小児科医による

診察が望ましく、新型コロナ受診相

談センターやかかりつけ小児医療機

関に電話などでご相談ください。

一般的なお問合せ

国や自治体などが次のことを行うことは絶対にありません。

このようなメールや電話があれば、警察へ１１０番通報または警

察相談専用電話（#９１１０）に連絡してください。

�問危機管理室 ０６（４３０９）３１３０、�０６（４３０９）３８５８

◆ATM（現金自動預払機）の操作をお願いする
◆受給にあたり、手数料の振込みをお願いする
◆Eメールを送り、URLをクリックして申請
手続きを求める

新型コロナウイルスに便乗して増加

給付金の詐欺にご注意�

東保健センター
０７２（９８２）２６０３、�０７２（９８６）２１３５
中保健センター
０７２（９６５）６４１１、�０７２（９６６）６５２７
西保健センター
０６（６７８８）００８５、�０６（６７８８）２９１６
受付時間 ９時～１７時３０分（月曜日～

金曜日。祝休日を除く）

専用電話
０６（６９４４）８１９７、�０６（６９４４）７５７９
受付時間 ９時～１８時

※土・日曜日、祝休日も対応。

専用電話 ０１２０（５６５６５３）

※フリーダイヤル。

受付時間 ９時～２１時

※土・日曜日、祝休日も対応。

大阪府電話相談窓口

厚生労働省電話相談窓口

東大阪市電話相談窓口

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

感
染
拡
大
防
止
に
向
け
た
緊
急
事
態

宣
言
に
よ
り
影
響
を
受
け
た
家
計
へ

の
支
援
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

市
民
１
人
当
た
り
１０
万
円
を
給
付
す

る
特
別
定
額
給
付
金
の
申
請
書
を
５

月
２７
日
�
に
発
送
し
ま
す
。

ま
た
、
子
育
て
世
帯
の
生
活
を
支

援
す
る
た
め
、
児
童
手
当
の
受
給
者

に
対
し
、
対
象
児
童
１
人
に
つ
き
１

万
円
の
臨
時
特
別
給
付
金
を
支
給
し

ま
す
。

対
象
な
ど
、詳
し
く
は
２
面
ま
た
は

市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

�問
特
別
定
額
給
付
金
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー

０
６
（
４
３
０
９
）
３
６
６

７
、
�
０
６
（
４
３
０
９
）
３
８
１

５

５
月
２１
日
、
大
阪
府
に
発
令
さ
れ
て
い
た

緊
急
事
態
宣
言
が
解
除
さ
れ
ま
し
た
。
し
か

し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
終
息

し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
後
も
感
染

防
止
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

�
関
連
〜
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
関
す

る
市
民
・
事
業
者
向
け
支
援
情
報
一
覧
（
保

存
版
）�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

５
月
２７
日
申
請
書
発
送

６
月
上
旬
給
付
開
始

特
別
定
額
給
付
金

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
終
息

し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
第
２
波
、
第
３
波
が

起
こ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、

日
常
に
「
新
し
い
生
活
様

式
」
を
取
り
入
れ
、
感
染

防
止
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

【
意
識
し
よ
う
�
新
し

い
生
活
様
式
】

感
染
が
い
っ
た
ん
落
ち

着
い
て
も
、
再
び
流
行
が

起
こ
る
恐
れ
が
あ
り
、「
新

し
い
生
活
様
式
」
に
切
り

替
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

従
来
と
異
な
る
生
活
様
式

に
な
る
た
め
、
意
識
的
に

実
践
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

実
践
例

▽
身
体
的
距

離
の
確
保
（
人
と
の
間
隔

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

の
感
染
拡
大
を
受
け
、政
府

か
ら
全
国
に
緊
急
事
態
宣

言
が
発
令
さ
れ
て
い
ま
し

た
が
、５
月
１４
日
に
３９
県
が

解
除
さ
れ
、２１
日
に
は
、大

阪
府
を
含
む
３
府
県
に
つ

い
て
も
解
除
さ
れ
ま
し
た
。

東
大
阪
市
に
お
い
て
は
、

５
月
１９
日
現
在
、
８９
人
の

感
染
者
が
発
生
し
て
い
ま

す
が
、
約
５０
人
の
方
が
す

で
に
回
復
さ
れ
て
い
ま
す
。

大
阪
府
に
お
い
て
も
緊

急
事
態
宣
言
が
解
除
さ
れ

ま
し
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ

�
詳
し
く
は
２
面
に
掲
載
�

は
で
き
る
だ
け
２
ｍ
確
保
）

▽
マ
ス
ク
の
着
用
（
症
状

が
な
く
て
も
マ
ス
ク
を
着

用
）

▽
手
洗
い
（
家
に

帰
っ
た
ら
ま
ず
手
や
顔
を

洗
う
。
手
洗
い
は
３０
秒
程

度
か
け
て
水
と
石
け
ん
で

丁
寧
に
洗
う
）

▽
在
宅
勤

務
（
テ
レ
ワ
ー
ク
）
な
ど

の
取
組
み
を
推
進

な
ど

※
詳
し
く
は
市
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い

（
下
の
コ
ー
ド

か
ら
ア
ク
セ
ス

可
）。

マ
ス
ク
な
ど
の
支
援

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
感
染
拡
大
に
よ

り
、
マ
ス
ク
な
ど
の
物
資

が
不
足
し
て
い
る
中
、
市

内
企
業
や
団
体
、
個
人
の

皆
さ
ん
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な

支
援
を
い
た
だ
い
て
い
ま

す
。
た
く
さ
ん
の
支
援
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

詳
し
く
は
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
に
掲
載
し
て

い
ま
す
（
下
の

コ
ー
ド
か
ら
ア

ク
セ
ス
可
）。

◇

◇

�問
▽
新
し
い
生
活
様
式

に
つ
い
て
�
母
子
保
健
・

感
染
症
課

０
７
２
（
９

６
０
）
３
８
０
５
、
�
０

７
２
（
９
６
０
）
３
８
０

９

▽
支
援
に
つ
い
て
�

危
機
管
理
室

０
６
（
４

３
０
９
）
３
１
３
０
、
�

０
６
（
４
３
０
９
）
３
８

５
８

日
常
に

を

「
新
し
い
生
活
様
式
」

「
新
し
い
生
活
様
式
」

「「
新新
しし
いい
生生
活活
様様
式式
」」

車上ねらい対策～駐車するときは、見通しの良い場所や深夜でも明るい駐車場を選びましょう ―東大阪市治安対策本部―

記
号
の
見
方
は
９
面
に
掲
載

http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000027334.html
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000027339.html
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/


の
窓
口
な
ど
へ
の
来
庁
は

控
え
、
郵
送
に
よ
る
申
請

を
お
願
い
し
ま
す
。

子
育
て
世
帯
へ
の

臨
時
特
別
給
付
金

原
則
、
申
請
不
要

今
年
４
月
分
（
３
月
分

含
む
）
の
児
童
手
当
を
受

給
し
て
い
る
方
に
対
し
、

６
月
１１
日
�
に
案
内
を
郵

送
し
ま
す
。
申
請
は
原
則

不
要
で
す
。

※
万
一
、

給
付
金
の
受
取
り
を
辞
退

し
た
い
方
は
、「
受
給
拒
否

の
届
出
書
」
を
市
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
し
、
必
要
事
項
を
記
入

の
う
え
、
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。な
お
、公
務
員
は
所

属
庁
よ
り
申
請
書
が
配
布

さ
れ
ま
す
。対
象
者
で
あ
る

こ
と
の
証
明
を
受
け
た
う

え
で
住
民
票
の
あ
る
市
町

村
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

�対
４
月
分
（
３
月
分
を

含
む
）
の
児
童
手
当
を
受

給
し
て
い
る
方
（
所
得
制

限
限
度
額
を
超
え
て
い
る

特
例
給
付
受
給
者
を
除
く
）

支
給
額

対
象
児
童
１

人
当
た
り
１
万
円

支
給
日

６
月
下
旬（
予

定
）支

給
方
法

児
童
手
当

の
受
取
口
座
に
振
込
み

※
３
月
３１
日
以
降
、
当
該

口
座
を
解
約
・
変
更
し
て

い
る
方
は
、「
支
給
口
座
登

録
等
の
届
出
書
」
を
市
ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
し
、必
要
事
項
を
記

入
の
う
え
、提
出
し
て
く
だ

さ
い
。指
定
口
座
の
解
約
・

変
更
な
ど
に
よ
り
振
込
み

が
で
き
な
い
場
合
は
、給
付

金
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◇

◇

�問
特
別
定
額
給
付
金
コ

ー
ル
セ
ン
タ
ー

０
６（
４

３
０
９
）
３
６
６
７
、
�

０
６
（
４
３
０
９
）
３
８

１
５

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
緊
急
経
済
対
策
に

お
け
る
税
制
上
の
措
置
と

し
て
、
納
税
が
困
難
な
方

は
、一
定
の
要
件
を
満
た
せ

ば
、徴
収
猶
予（
特
例
）を
申

請
で
き
ま
す
。

�対
次
の
全
て
の
要
件
を

満
た
す
納
税
者
・
特
別
徴

収
義
務
者

▽
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
に
よ

り
２
月
以
降
の
任
意
の
期

間
（
１
か
月
以
上
）
に
お

い
て
、
収
入
が
前
年
同
期

に
比
べ
て
お
お
む
ね
２０
％

以
上
減
少
し
て
い
る

▽

一
時
に
納
税
を
行
う
こ
と

が
困
難
で
あ
る

対
象
と
な
る
市
税

２

月
１
日
〜
来
年
１
月
３１
日

に
納
期
限
が
到
来
す
る
個

人
住
民
税
、固
定
資
産
税
・

都
市
計
画
税
、
軽
自
動
車

税
、法
人
市
民
税
、事
業
所

税
な
ど

※
す
で
に
納
期

限
が
過
ぎ
て
い
る
未
納
の

市
税（
他
の
猶
予
を
受
け
て

い
る
も
の
を
含
む
）に
つ
い

て
も
、遡
っ
て
利
用
可
。

猶
予
期
間

納
期
限
の

翌
日
か
ら
１
年
以
内

�申
各
納
期
限
の
前
月
か

ら
６
月
３０
日
�
ま
た
は
納

期
限
の
い
ず
れ
か
の
遅
い

日（
消
印
有
効
）ま
で
に
、

申
請
書
と
収
入
や
現
預
金

の
状
況
が
分
か
る
資
料
を

直
接
ま
た
は
郵
送
（
ｅ
Ｌ

Ｔ
Ａ
Ｘ
も
可
）

※
感
染

予
防
の
た
め
、
郵
送
ま
た

は
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
で
の
申
請

を
お
願
い
し
ま
す
。
申
請

書
は
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
。
期

別
（
納
期
限
）
が
複
数
あ

る
税
目
（
個
人
住
民
税
、

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画

税
な
ど
）
に
つ
い
て
は
、

各
納
期
限
ご
と
に
申
請
が

必
要
で
す
。

�申
�問
〒
５７７
―

８
５
２
１
市

役
所
納
税
課

０
６（
４
３

０
９
）３
１
４
８
、�
０
６

（
４
３
０
９
）
３
８
０
８

特
別
定
額
給
付
金

�対
４
月
２７
日
現
在
、
市

の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録

さ
れ
て
い
る
方

給
付
額

１
人
当
た
り

１０
万
円

�申
▽
オ
ン
ラ
イ
ン
�
５

月
２７
日
�
ま
で

▽
郵
送

�
８
月
３１
日
�
ま
で

給
付
開
始
日（
予
定
）

▽
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
�
５

月
２２
日
�

▽
郵
送
申
請

�
６
月
上
旬

給
付
方
法

原
則
、
申

請
者
（
世
帯
主
）
の
本
人

名
義
の
銀
行
口
座
に
世
帯

員
全
員
分
を
振
込
み

特
別
定
額
給
付
金
コ
ー

ル
セ
ン
タ
ー

０
６
（
４

３
０
９
）
３
６
６
７
（
月

曜
日
〜
金
曜
日
９
時
〜
１７

時
３０
分
）

【
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
】

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

（
個
人
番
号
カ
ー
ド
）
に

よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
の

受
付
期
間
は
５
月
２７
日
�

ま
で
で
す
。
オ
ン
ラ
イ
ン

申
請
を
行
え
る
方
は
、
４

月
２７
日
時
点
に
お
い
て
世

帯
主
で
あ
っ
た
方
に
限
り

ま
す
。
申
請
に
は
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付
時

に
設
定
し
た
署
名
用
電
子

証
明
書
の
暗
証
番
号
（
英

数
字
６
文
字
以
上
１６
文
字

以
内
）
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
詳
し
く
は
、
市
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
（
下
の
コ

ー
ド
か
ら
ア
ク

セ
ス
可
）。

な
お
、
オ
ン
ラ
イ
ン
申

請
に
つ
き
ま
し
て
は
、
市

の
確
認
・
修
正
作
業
に
時

間
を
要
し
ま
す
こ
と
か
ら
、

５
月
２８
日
�
よ
り
郵
送
申

請
に
一
元
化
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

【
郵
送
申
請
】

世
帯
主
宛
に
届
く
申
請

書
（
５
月
２７
日
発
送
）
に

必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、

申
請
者
で
あ
る
世
帯
主
の

本
人
確
認
書
類
（
運
転
免

許
証
や
健
康
保
険
証
、
生

活
保
護
受
給
証
な
ど
）
と

口
座
確
認
書
類
（
通
帳
や

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
）
の

写
し
を
添
付
し
、
同
封
の

返
信
用
封
筒
で
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

※
感
染
拡

大
防
止
の
た
め
、
市
役
所

特別定額給付金・

給付の流れ
郵送またはオンラインによる申請ができます。

◆郵送

市から申請書が届く

申請書に必要事項を記
入し、必要書類（世帯
主の本人確認書類・口
座確認書類）を返信用
封筒で返送

◆オンライン（マイナンバ
ーカード所持者）

マイナポータルにアク
セスして申請内容を入
力し、振込先口座の確
認書類をアップロード
して、マイナンバーカ
ードによる電子署名で
本人確認

給付金が振り込まれる
世帯全員分の給付金がいっしょに振り込まれます。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
に
よ
り

納
税
が
困
難
な
方
へ

徴
収
猶
予
の「
特
例
制
度
」

家計への経済的支援

臨時特別給付金
子育て世帯への

見本

見本

※５月２７日�まで。

東 大 阪 市 政 だ よ り （２）令和２年６月１日

http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000027270.html


家
庭
ご
み
な
ど
の
収
集

作
業
に
お
い
て
、
ご
み
袋

が
開
い
て
い
た
り
す
る
と
、

作
業
員
が
ご
み
を
介
し
て

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に

感
染
す
る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
通
常
よ
り

も
ご
み
の
排
出
量
が
増
え

て
い
ま
す
。
で
き
る
だ
け

ご
み
の
量
を
減
ら
す
努
力

を
し
ま
し
ょ
う
。

家
庭
ご
み
を
出
す
と
き

は
左
の
４
つ
の
こ
と
を
心

が
け
て
く
だ
さ
い
。

感
染
症
の
感
染
者
・
疑
い

の
あ
る
方
の
使
用
済
み
マ

ス
ク
な
ど
の
捨
て
方

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

な
ど
の
感
染
症
に
感
染
し

た
方
や
、
そ
の
疑
い
の
あ

る
方
が
家
庭
に
い
る
場
合
、

鼻
水
な
ど
が
付
着
し
た
マ

ス
ク
や
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
ど

の
ご
み
を
捨
て
る
際
は
、

次
の
３
つ
の
こ
と
を
心
が

け
て
く
だ
さ
い
。

▽
ご
み
箱
に
ご
み
袋
を

か
ぶ
せ
、
ご
み
が
い
っ
ぱ

い
に
な
る
前
に
早
め
に
出

す
▽
ご
み
に
直
接
触
れ
る

こ
と
の
な
い
よ
う
、
空
気

を
抜
い
て
か
ら
し
っ
か
り

縛
っ
て
出
す
。
万
一
、
ご

み
が
袋
の
外
面
に
触
れ
た

場
合
や
、
袋
が
破
れ
て
い

る
場
合
は
、
ご
み
袋
を
二

重
に
し
て
く
だ
さ
い

▽
ご
み
を
捨
て
た
後
は

石
け
ん
を
使
っ
て
、
流
水

で
し
っ
か
り
手
を
洗
う

※
資
源
ご
み
（
ペ
ッ
ト

ボ
ト
ル
や
缶
・
ビ
ン
）
に

つ
い
て
は
、
お
問
合
せ
く

だ
さ
い
。

古
布
（
古
着
）
の
排
出

を
考
え
て
い
る
方
へ

自
治
会
や
子
ど
も
会
な

ど
の
集
団
回
収
団
体
の
一

部
で
は
、
古
布
（
古
着
）

を
回
収
し
て
い
ま
す
。
集

め
ら
れ
た
中
古
衣
類
の
大

半
は
国
外
で
使
用
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
各
国
で
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染

拡
大
防
止
の
た
め
の
移
動

制
限
措
置
な
ど
に
よ
り
、

現
在
、
国
内
外
で
多
く
の

中
古
衣
類
が
一
時
的
に
滞

留
し
て
い
ま
す
。古
布（
古

着
）
の
排
出
を
考
え
て
い

る
方
は
、
お
問
合
せ
く
だ

さ
い
。◇

◇

�問
▽
ご
み
の
捨
て
方
に

つ
い
て
�
環
境
事
業
課

０
６
（
４
３
０
９
）
３
２

０
０
、
�
０
６
（
４
３
０

９
）
３
８
２
９

▽
古
布

の
排
出
に
つ
い
て
�
循
環

社
会
推
進
課

０
６
（
４

３
０
９
）
３
１
９
９
、
�

０
６
（
４
３
０
９
）
３
８

２
９

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
拡
大
防
止
の

た
め
、
子
育
て
支
援
セ

ン
タ
ー
や
つ
ど
い
の
広

場
は
休
館
と
な
り
、
子

育
て
中
の
皆
さ
ん
に
は

不
便
を
お
か
け
し
て
い

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状

況
の
中
、
日
々
子
育
て

に
奮
闘
し
て
い
る
こ
と

と
思
い
ま
す
。

子
育
て
サ
ポ
ー
タ
ー

や
子
育
て
支
援
セ
ン
タ

ー
、
つ
ど
い
の
広
場
で

は
随
時
電
話
相
談
を
受

け
付
け
て
い
ま
す
の
で
、

次
の
よ
う
な
と
き
は
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▽
外
出
自
粛
で
遊
び

に
行
く
場
所
が
な
く
て

育
児
が
つ
ら
い

▽
子

ど
も
も
ス
ト
レ
ス
が
た

ま
っ
て
い
る
よ
う
だ

▽
ず
っ
と
家
に
い
て
、

子
ど
も
が
問
題
行
動
を

起
こ
す
よ
う
に
な
っ
た

▽
気
が
晴
れ
な
い
、
誰

か
に
話
を
聞
い
て
ほ
し

い

な
ど

電
話
受
付
日
時

▽

子
育
て
サ
ポ
ー
タ
ー
�

月
曜
日
〜
金
曜
日
９
時

〜
１２
時
・
１２
時
４５
分
〜

１７
時
３０
分
（
祝
休
日
を

除
く
）

▽
子
育
て
支

援
セ
ン
タ
ー
�
月
曜
日

〜
土
曜
日
９
時
〜
１７
時

（
祝
休
日
を
除
く
。
あ

さ
ひ
っ
こ
は
月
曜
日
・

祝
休
日
を
除
く
）

▽

つ
ど
い
の
広
場
�
各
広

場
の
開
設
時
間
内

※

詳
し
く
は
市
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
を
ご
覧
い
た
だ
く

か
、お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

ご
活
用
く
だ
さ
い

お
た
の
し
み
タ
イ
ム
�

動
画
配
信

子
育
て
支
援
セ
ン
タ

ー
で
行
っ
て
い
る
体
操

や
紙
人
形
劇
な
ど
を
市

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
や
子
育

て
応
援
ア
プ
リ
で
動
画

配
信
を
し
て
い
ま
す
。

い
っ
し
ょ
に
楽
し
ん
で

く
だ
さ
い
。

※
市
ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト
ま
た
は
子

育
て
応
援
ア
プ
リ
内
の

検
索
欄
に
「
子
育
て
支

援
セ
ン
タ
ー
お
た
の
し

み
タ
イ
ム
�
」
と
入
力

し
検
索
し
て
く
だ
さ
い
。

◇

◇

�問
▽
子
ど
も
す
こ
や

か
部
施
設
給
付
課
（
子

育
て
サ
ポ
ー
タ
ー
）

０
６
（
４
３
０
９
）
３

３
０
２
、
�
０
６
（
４

３
０
９
）
３
８
１
７

▽
あ
さ
ひ
っ
こ
（
旭
町

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
）

０
７
２
（
９
８
０
）
８

８
７
１
、�
０
７
２（
９

８
５
）
１
０
５
５

▽
も
も
っ
こ
（
楠
根
子

育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
）

０
６
（
４
３
０
６
）
４

１
５
１
、
�
０
６
（
４

３
０
６
）
３
０
８
０

▽
ゆ
め
っ
こ
（
布
施
子

育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
）

０
６
（
６
７
４
８
）
０

２
１
０
、
�
０
６
（
６

７
４
８
）
０
２
５
７

▽
鴻
池
子
育
て
支
援
セ

ン
タ
ー

０
６
（
６
７

４
８
）
８
２
５
１
、
�

０
６
（
６
７
４
３
）
０

５
７
７

▽
荒
本
子
育

て
支
援
セ
ン
タ
ー

０

６
（
６
７
８
８
）
１
０

５
５
、
�
０
６
（
６
７

８
８
）
２
５
９
７

▽

長
瀬
子
育
て
支
援
セ
ン

タ
ー

０
６
（
６
７
２

８
）
１
８
０
０
、
�
０

６
（
６
７
２
８
）
２
４

１
３

▽
つ
ど
い
の
広

場
（
市
内
１８
か
所
。
詳

し
く
は
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）

�������������������������������������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� ������������������������������������������������������������
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家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭ごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみを出すときに

心がける４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４つつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつのこと
ごみ袋はしっかり縛って封
をしましょう
ごみが散乱せず、収集運

搬作業時にご

み袋を運びや

すくなります

その１

ごみ袋の空気を抜いて出し
ましょう
収集運搬作業時にごみ袋

を運びやすく

し、収集車で

の破裂を防止

できます

その２

その３

生ごみは水切りをしましょう
ごみの量を減らすことがで

きます

普段からごみの減量を心がけましょう
購入した食品は食べきるなど、ごみ

を出さないことも大切です。家庭での

食事の機会が増える中、料理を楽しみ

ながら、できることがあります。環境

省の食品ロスポータルサイトをご覧く

ださい（右のコードからアクセス可）

家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家
庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭
ででででででででででででででででででででででででででででででで
ののののののののののののののののののののののののののののののの
ごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご
みみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみ
ののののののののののののののののののののののののののののののの
捨捨捨捨捨捨捨捨捨捨捨捨捨捨捨捨捨捨捨捨捨捨捨捨捨捨捨捨捨捨捨
ててててててててててててててててててててててててててててててて
方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策

気軽にご相談ください

外出自粛で子育てに疲れた方

子育て支援センター

その４

ラ グ ビ ー の ま ち 東 大 阪（３） 令和２年６月１日

http://www.env.go.jp/recycle/foodloss/index.html


令
和
２
年
度
個
人
住
民

税
の
納
税
通
知
書
を
６
月

上
旬
に
発
送
し
ま
す
。
個

人
住
民
税
を
給
与
か
ら
引

落
し
し
て
い
る
方
へ
は
、

税
額
決
定
通
知
書
を
５
月

中
旬
に
勤
務
先
へ
送
付
し

て
い
ま
す
。
な
お
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡

大
防
止
の
観
点
か
ら
来
庁

者
の
集
中
緩
和
な
ど
を
図

る
た
め
、
電
話
で
の
問
合

せ
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

来
庁
可
能
日

〒
５７７
と
市
外
は
偶
数
日

〒
５７８
・
５７９
は
奇
数
日

６
月
初
旬
は
市
民
税
・

府
民
税
証
明
書
の
取
得
や

相
談
の
た
め
来
庁
者
が
多

く
な
り
ま
す
。
迷
惑
を
お

か
け
し
ま
す
が
、
次
の
と

お
り
来
庁
者
に
つ
い
て
制

限
を
設
け
ま
す
の
で
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

�対
・
来
庁
可
能
日

▽

郵
便
番
号
５
７
７
の
地
域

お
よ
び
市
外
に
お
住
ま
い

の
方
�
月
曜
日
〜
金
曜
日

の
偶
数
日
お
よ
び
第
４
土

曜
日

▽
郵
便
番
号
５
７

８
・
５
７
９
の
地
域
に
お

住
ま
い
の
方
�
月
曜
日
〜

金
曜
日
の
奇
数
日
お
よ
び

第
４
土
曜
日

※
６
月
２７
日
の
第
４
土

曜
日
は
９
時
〜
１２
時
の
み

開
庁
。

令
和
２
年
度
個
人
住
民
税

主
な
変
更
点

【
ふ
る
さ
と
納
税
制
度

の
見
直
し
】

ふ
る
さ
と
納
税
の
対
象

と
な
る
地
方
自
治
体
を
一

定
の
基
準
に
基
づ
き
総
務

大
臣
が
指
定
し
ま
し
た
。

対
象
と
な
る
地
方
自
治
体

は
、「
総
務
省
ふ
る
さ
と
納

税
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
」
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

こ
れ
に
伴
い
、
昨
年
６

月
１
日
以
降
に
対
象
外
の

地
方
自
治
体
に
寄
附
を
行

っ
た
場
合
、
寄
附
金
税
額

控
除
の
特
例
控
除
お
よ
び

申
告
特
例
控
除
（
ワ
ン
ス

ト
ッ
プ
特
例
制
度
）
の
適

用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
り
ま
し
た
。

【
住
宅
借
入
金
等
特
別

税
額
控
除
（
住
宅
ロ
ー
ン

控
除
）
の
見
直
し
】

取
得
し
た
住
宅
に
昨
年

１０
月
１
日
〜
今
年
１２
月
３１

日
に
居
住
し
た
場
合
、
控

除
期
間
が
現
行
の
１０
年
間

か
ら
１３
年
間
に
３
年
間
延

長
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、

住
宅
の
取
得
な
ど
に
か
か

る
対
価
の
額
ま
た
は
費
用

の
額
に
含
ま
れ
る
消
費
税

の
税
率
が
１０
％
の
場
合
に

限
り
ま
す
。

１
年
目
〜
１０
年
目
は
、

従
来
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

と
同
様
の
控
除
額
と
な
り

ま
す
。
１１
年
目
以
降
の
３

年
間
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

可
能
額
は
次
の
い
ず
れ
か

少
な
い
額
に
な
り
ま
す
。

▽
住
宅
ロ
ー
ン
の
年
末

残
高
の
１
％

▽
建
物
の

取
得
価
格
の
２
％
÷
３

※
住
民
税
の
住
宅
ロ
ー

ン
控
除
の
限
度
額
は
、
改

正
前
後
を
通
じ
て
変
更
は

あ
り
ま
せ
ん
。「
所
得
税
の

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
可
能
額

の
う
ち
所
得
税
に
お
い
て

控
除
し
き
れ
な
い
額
」
ま

た
は
「
所
得
税
の
課
税
総

所
得
金
額
等
の
７
％
（
最

高
１３
万
６
５
０
０
円
）」の

い
ず
れ
か
少
な
い
額
が
適

用
さ
れ
ま
す
。

森
林
環
境
税
を
延
長

し
ま
す

府
で
は
、「
森
林
環
境
税
」

（
年
額
３
０
０
円
／
府
民

税
均
等
割
額
に
加
算
）
を

令
和
５
年
度
ま
で
延
長
し
、

豪
雨
や
猛
暑
か
ら
府
民
を

守
る
た
め
、「
森
林
の
土
石

流
・
流
木
対
策
」
と
「
都

市
緑
化
を
活
用
し
た
猛
暑

対
策
」
を
実
施
し
ま
す
。

皆
さ
ん
の
理
解
と
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
森
林
環
境
税
に

つ
い
て
は
、
府
民
お
問
合

せ
セ
ン
タ
ー
「
ピ
ピ
っ
と

ラ
イ
ン
」（
０
６
―

６
９
１

０
―

８
０
０
１
）へ
お
問
合

せ
く
だ
さ
い
（
月
曜
日
〜

金
曜
日
９
時
〜
１８
時
。
年

末
年
始
を
除
く
）。

公
的
年
金
な
ど
を

受
給
し
て
い
る
方
へ

公
的
年
金
な
ど
の
収
入

金
額
が
４
０
０
万
円
以
下

で
、
そ
れ
以
外
の
所
得
金

額
が
２０
万
円
以
下
で
あ
れ

ば
、
所
得
税
の
確
定
申
告

書
の
提
出
は
不
要
で
す
。

た
だ
し
、
所
得
税
の
還
付

を
受
け
る
場
合
は
確
定
申

告
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
の
で
税
務
署
へ
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

な
お
、
確
定
申
告
書
が

提
出
不
要
で
も
、
年
金
か

ら
差
引
き
さ
れ
て
い
な
い

社
会
保
険
料
控
除
、
生
命

保
険
料
控
除
、
地
震
保
険

料
控
除
、
医
療
費
控
除
な

ど
が
あ
る
場
合
は
、
個
人

住
民
税
申
告
書
の
提
出
が

必
要
に
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

※
平
成
２７
年
度
の
個
人

住
民
税
の
申
告
は
、
令
和

２
年
７
月
１
日
以
降
で
き

な
く
な
り
ま
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

年
金
か
ら
の
引
落
し

特
別
徴
収
制
度

４
月
１
日
現
在
６５
歳
以

上
の
年
金
受
給
者
で
前
年

中
の
年
金
所
得
に
か
か
る

個
人
住
民
税
を
納
税
す
る

義
務
の
あ
る
方
を
対
象
に
、

個
人
住
民
税
の
引
落
し（
特

別
徴
収
制
度
）
を
行
っ
て

い
ま
す
。
な
お
、
納
税
方

法
を
変
更
す
る
だ
け
の
も

の
で
、
こ
の
制
度
に
よ
っ

て
新
た
な
税
負
担
が
生
じ

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
次
の
方
は
対

象
と
な
り
ま
せ
ん
。

▽
４
月
１
日
時
点
で
介

護
保
険
料
が
年
金
か
ら
引

落
し
さ
れ
て
い
な
い
方

▽
引
落
し
さ
れ
る
個
人
住

民
税
額
が
老
齢
基
礎
年
金

な
ど
の
額
を
超
え
る
方

な
ど

【
引
落
し
対
象
年
金
】

引
落
し
の
対
象
は
、
老

齢
基
礎
年
金
ま
た
は
昭
和

６０
年
以
前
の
制
度
に
よ
る

老
齢
年
金
、
退
職
年
金
な

ど
で
す
。
障
害
年
金
や
遺

族
年
金
な
ど
の
非
課
税
所

得
に
該
当
す
る
年
金
か
ら

住
民
税
を
引
き
落
と
す
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
引
落
し
の
方
法
】

個
人
住
民
税
の
公
的
年

金
か
ら
の
特
別
徴
収
は
、

前
年
度
の
特
別
徴
収
税
額

の
２
分
の
１
に
相
当
す
る

額
の
３
分
の
１
ず
つ
を
４

月
・
６
月
・
８
月
に
仮
徴

収
し
ま
す
。
仮
徴
収
税
額

を
差
し
引
い
た
残
り
の
税

額
の
３
分
の
１
ず
つ
を
１０

月
・
１２
月
・
翌
年
２
月
に

本
徴
収
し
ま
す
。

な
お
、
特
別
徴
収
を
開

始
す
る
初
年
度
は
、
１０
月

か
ら
特
別
徴
収
を
行
い
ま

す
。
個
人
住
民
税
額
の
う

ち
６
月
と
８
月
は
納
付
書

ま
た
は
口
座
振
替
で
納
め

て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
年
金
保
険
者
に

対
し
て
特
別
徴
収
税
額
を

通
知
し
た
後
に
特
別
徴
収

税
額
が
変
更
さ
れ
た
場
合

や
、
賦
課
期
日
後
に
当
該

市
町
村
の
区
域
外
に
転
出

し
た
場
合
に
お
い
て
も
、

一
定
要
件
の
も
と
特
別
徴

収
を
継
続
し
て
い
ま
す
。

◇

◇

�問
市
民
税
課

０
６（
４

３
０
９
）
３
１
３
５
、
�

０
６
（
４
３
０
９
）
３
８

０
９

児
童
手
当
・
特
例
給

付
を
受
け
て
い
る
方
に

「
児
童
手
当
・
特
例
給

付
現
況
届
」
の
用
紙
を

６
月
上
旬
に
送
付
し
ま

す
。
こ
の
届
は
、
受
給

者
の
６
月
１
日
現
在
の

状
況
を
把
握
し
、
引
き

続
き
６
月
分
以
降
の
手

当
を
受
け
る
要
件
（
児

童
の
監
督
や
保
護
、
生

計
同
一
関
係
な
ど
）
を

満
た
し
て
い
る
か
ど
う

か
を
確
認
す
る
た
め
の

も
の
で
す
。

６
月
３０
日
�
ま
で
に

郵
送
す
る
か
、国
民
年
金

課
ま
た
は
行
政
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。提
出
が
な

い
場
合
は
、
６
月
分
以

降
の
支
給
が
い
っ
た
ん

停
止
し
ま
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。た
だ
し
、

６
月
以
降
に
支
給
開
始

と
な
っ
た
方
は
現
況
届

に
よ
る
更
新
手
続
き
の

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

�問
国
民
年
金
課

０

６
（
４
３
０
９
）
３
１

６
５
、
�
０
６
（
４
３

０
９
）
３
８
０
５

令和２年度

個
人
住
民
税（
市
・
府
民
税
）

６
月
上
旬
に
納
税
通
知
書
を
発
送

児童手当・特例給付

６月中に現況届の提出を
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東 大 阪 市 政 だ よ り （４）令和２年６月１日



※１人増えるごとに３３万円を加算。
※昭和３０年１月１日以前生まれの公的年金受給者は、
年金の雑所得金額より最大１５万円控除した後の金額
で判定。

２１７万円２４７万円１９１万円３人
１８４万円２１４万円１５８万円２人

１８１万円１２５万円１人

ひとり
親家庭障害者高齢者世帯

人数

（表）令和２年度減免所得基準額

令
和
２
年
度
の
国
民
健

康
保
険
料
決
定
通
知
書
を

６
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

必
ず
納
期
限
ま
で
に
納
め

て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
世
帯
の
平
成
３１

年
中
の
総
所
得
金
額
等
の

合
計
が
令
和
２
年
度
減
免

所
得
基
準
額
（
表
参
照
）

以
下
の
と
き
は
、
申
請
に

よ
り
減
免
を
受
け
ら
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
申
請

の
際
は
決
定
通
知
書
と
印

鑑
を
持
っ
て
医
療
保
険
室

保
険
料
課
ま
た
は
行
政
サ

ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
へ
お
越

し
く
だ
さ
い
。
高
齢
者
の

み
の
世
帯
の
減
免
を
除
き
、

添
付
書
類
が
必
要
で
す
の

で
、
決
定
通
知
書
の
裏
面

を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
お

問
合
せ
く
だ
さ
い
。

減
免
の
条
件

▽
世
帯

の
１８
歳
以
上
の
被
保
険
者

全
員
（
擬
制
世
帯
主
を
含

む
）
が
税
務
署
・
市
民
税

課
・
医
療
保
険
室
保
険
料

課
の
い
ず
れ
か
に
所
得
申

告
し
て
い
る

▽
国
民
健

康
保
険
料
の
滞
納
が
な
い

（
徴
収
猶
予
の
承
認
を
受

け
、
誓
約
・
納
付
履
行
中

の
世
帯
は
除
く
）

※
不

況
な
ど
に
よ
る
所
得
減
少

は
減
免
対
象
に
な
り
ま
せ

ん
。減

免
の
範
囲

▽
震
災

・
風
水
害
・
火
災
・
そ
の

他
こ
れ
ら
に
類
す
る
災
害

に
よ
り
、
居
住
す
る
住
宅

に
著
し
い
損
害
を
受
け
た

▽
被
保
険
者
が
刑
事
施
設
、

労
役
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に

準
ず
る
施
設
に
拘
禁
さ
れ

た

▽
事
業
の
休
廃
業
、

失
業
な
ど
に
よ
り
、加
入
世

帯
の
総
所
得
金
額
等
の
合

計
が
前
年
中
の
総
所
得
金

額
等
の
合
計
よ
り
４
割
以

上
減
少
し
た

▽
世
帯
に

原
子
爆
弾
被
爆
者
が
い
る

▽
世
帯
に
障
害
者
（
身
体

障
害
者
手
帳
１
・
２
級
、

療
育
手
帳
Ａ
・
Ｂ
１
、
精

神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

１
級
）
が
い
る

▽
母
子

・
父
子
世
帯
で
中
学
生
以

下
の
子
ど
も
を
扶
養
し
て

い
る
（
た
だ
し
１８
歳
以
上

６５
歳
未
満
の
被
保
険
者
が

い
る
場
合
を
除
く
）

▽

昭
和
３１
年
４
月
１
日
以
前

生
ま
れ
の
方
の
み
の
世
帯
、

ま
た
は
高
齢
者
の
み
の
所

得
で
ほ
か
の
者
を
扶
養
し

て
い
る

【
失
業
者
特
別
減
免
】

平
成
３１
年
１
月
１
日
以

降
に
、
主
た
る
所
得
者
が

リ
ス
ト
ラ
や
倒
産
、
廃
業

に
よ
り
現
在
も
失
業
中
で
、

次
の
条
件
の
全
て
に
当
て

は
ま
る
と
き
は
、
申
請
に

よ
り
減
免
が
受
け
ら
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

減
免
の
条
件

▽
主
た

る
所
得
者
に
就
労
を
伴
わ

な
い
所
得（
年
金
、不
動
産
、

利
子
な
ど
）が
な
い

▽
主

た
る
所
得
者
以
外
の
被
保

険
者
所
得
が
各
３８
万
円
以

下
申
請
に
必
要
な
物

▽

離
職
者
�
雇
用
保
険
受
給

資
格
者
証
、
雇
用
保
険
被

保
険
者
離
職
証
明
書
、
印

鑑

▽
事
業
の
倒
産
・
廃

業
�
倒
産
手
続
き
の
申
請

書
類
な
ど
、廃
業
届
、印
鑑

な
お
、
平
成
３０
年
度
か

ら
、
こ
れ
ま
で
の
市
町
村

に
加
え
て
、
府
も
共
同
保

険
者
と
な
り
、
大
阪
府
域

で
運
営
し
て
い
ま
す
。
府

内
市
町
村
に
お
け
る
加
入

者
間
の
負
担
の
公
平
化
を

図
る
た
め
、
保
険
料
の
減

免
基
準
に
つ
い
て
も
最
長

６
年
間
の
経
過
措
置
期
間

を
経
て
、
府
内
で
統
一
し

て
い
き
ま
す
。

非
自
発
的
失
業
者
は

届
出
を

雇
用
保
険
の
特
定
受
給

資
格
者
お
よ
び
特
定
理
由

離
職
者
を
対
象
に
、
離
職

日
の
翌
日
の
属
す
る
月
か

ら
そ
の
月
の
属
す
る
年
度

の
翌
年
度
末
ま
で
保
険
料

を
軽
減
し
ま
す
。
保
険
料

は
、
非
自
発
的
失
業
者
の

給
与
所
得
を
１
０
０
分
の

３０
に
し
て
算
定
し
ま
す
の

で
、必
ず
届
出
を
し
て
く
だ

さ
い
。

申
請
に
必
要
な
物

雇

用
保
険
受
給
資
格
者
証
、

印
鑑保

険
料
を
軽
減

国
民
健
康
保
険
加
入
世

帯
の
平
成
３１
年
中
の
総
所

得
金
額
等
の
合
計
が
次
の

場
合
、
保
険
料
の
均
等
割

額
と
平
等
割
額
を
軽
減
し

ま
す
。

な
お
、
昭
和
３０
年
１
月

１
日
以
前
生
ま
れ
の
公
的

年
金
受
給
者
は
、
年
金
の

雑
所
得
金
額
か
ら
最
大
１５

万
円
を
控
除
し
た
後
の
金

額
で
判
定
し
ま
す
。

基
準
額
・
軽
減
率

▽

総
所
得
金
額
等
の
合
計
が

３３
万
円
以
下
の
場
合
�
７

割
軽
減

▽
総
所
得
金
額

等
の
合
計
が
３３
万
円
を
超

え
、３３
万
円
＋
（
２８
万
５
０

０
０
円
×
被
保
険
者
数
）

以
下
の
場
合
�
５
割
軽
減

▽
総
所
得
金
額
等
の
合
計

が
３３
万
円
を
超
え
、
３３
万

円
＋
（
５２
万
円
×
被
保
険

者
数
）
以
下
の
場
合
�
２

割
軽
減

【
所
得
の
申
告
を
】

軽
減
（
７
割
、
５
割
、

２
割
）
に
つ
い
て
は
申
請

の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

軽
減
の
判
定
に
は
、
収
入

が
な
く
て
も
所
得
申
告
が

必
要
で
す
。
ま
だ
所
得
申

告
を
し
て
い
な
い
世
帯
主

（
擬
制
世
帯
主
を
含
む
）

は
、
必
ず
申
告
し
て
く
だ

さ
い
。

【
保
険
料
を
緩
和
】

同
じ
世
帯
の
方
が
国
民

健
康
保
険
か
ら
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
に
移
行
し
、

国
民
健
康
保
険
の
世
帯
が

単
身
と
な
っ
た
場
合
、
保

険
料
の
平
等
割
額
を
軽
減

し
ま
す
。

ま
た
、被
用
者
保
険（
社

会
保
険
な
ど
）
の
被
保
険

者
本
人
が
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
に
移
行
す
る
こ
と

で
、
新
た
に
国
民
健
康
保

険
に
加
入
す
る
方
が
６５
歳

以
上
の
被
扶
養
者
（
旧
被

扶
養
者
）
の
場
合
、
申
請

に
よ
り
所
得
割
を
全
額
免

除
し
、
均
等
割
額
を
半
額

に
し
ま
す
。
あ
わ
せ
て
、

旧
被
扶
養
者
の
み
の
世
帯

は
平
等
割
額
も
半
額
に
し

ま
す
。

※
昨
年
度
ま
で
は
均
等

割
・
平
等
割
と
も
に
期
限

な
く
半
額
と
な
っ
て
い
ま

し
た
が
、
今
年
度
か
ら
大

阪
府
統
一
基
準
と
な
り
、

資
格
取
得
日
の
属
す
る
月

以
降
２
年
を
経
過
す
る
月

ま
で
の
間
に
限
り
半
額
と

な
る
よ
う
改
正
さ
れ
ま
し

た
。

◇

◇

�問
医
療
保
険
室
保
険
料

課

０
６
（
４
３
０
９
）

３
１
６
８
、
�
０
６
（
４

３
０
９
）
３
８
０
７

国保

４０
歳
〜
７４
歳
の
方
へ

特
定
健
康
診
査
受
診
券
は

届
き
ま
し
た
か

国民健康保険料

国
民
健
康
保
険
で
は
、

４０
歳
〜
７４
歳
の
加
入
者
を

対
象
に
心
筋
梗
塞
や
脳
卒

中
な
ど
を
引
き
起
こ
す
原

因
と
な
る
生
活
習
慣
病
を

予
防
・
改
善
す
る
た
め
の

特
定
健
康
診
査
を
実
施
し

て
い
ま
す
。
対
象
と
な
る

方
に
は
、
４
月
ま
た
は
５

月
下
旬
に
受
診
券（
写
真
）

を
送
付
し
て
い
ま
す
。
今

年
度
の
受
診
券
は「
黄
色
」

で
、有
効
期
限
は
来
年
３
月

３１
日（
今
年
度
７５
歳
に
な
る

方
は
誕
生
日
前
日
）で
す
。

健
診
内
容
、
受
診
方
法

な
ど
、
詳
し
く
は
受
診
券

に
同
封
の
チ
ラ
シ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

ご
自
身
の
健
康
管
理
の

た
め
に
、年
度
に
１
回
は
健

診
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

７５
歳
以
上
の
方
へ
は
、

大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
か
ら
受
診
券
が

送
付
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
東
大
阪
市
の
国
保
以

外
に
加
入
し
て
い
る
方
は
、

加
入
先
の
医
療
保
険
者
に

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
拡
大
防
止
の
観

点
か
ら
、
特
定
健
康
診
査

の
受
診
を
希
望
す
る
方
は
、

必
ず
事
前
に
受
診
希
望
の

医
療
機
関
へ
実
施
状
況
を

お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

�問
医
療
保
険
室
保
険
管

理
課

０
６（
４
３
０
９
）

３
０
５
１
、
�
０
６
（
４

３
０
９
）
３
８
０
５

６月中旬に決定通知書を送付
令和
２年度

ラ グ ビ ー の ま ち 東 大 阪（５） 令和２年６月１日
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市
で
は
、
市
民
の
安
全
安
心
な
暮
ら
し
を

実
現
す
る
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
治
安
対
策
事

業
を
積
極
的
に
行
い
、
犯
罪
の
抑
止
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。
市
民
一
人
ひ
と
り
、
ま
た

市
域
全
体
で
の
防
犯
意
識
を
高
め
ま
し
ょ
う
。

�問
危
機
管
理
室

０
６
（
４
３
０
９
）
３

１
３
０
、
�
０
６
（
４
３
０
９
）
３
８
５
８

地
域
に
お
け
る

治
安
対
策
活
動

安
全
で
安
心
し
て
暮
ら

せ
る
ま
ち
づ
く
り
の
た
め

に
、
自
治
会
や
防
犯
協
議

会
が
一
戸
一
灯
運
動
や
年

末
の
夜
警
、
各
種
防
犯
キ

ャ
ン
ペ
ー
ン
を
行
っ
て
い

ま
す
。

自
治
会
に
お
い
て
は
、

ま
ち
を
明
る
く
、
ま
た
犯

罪
の
未
然
防
止
な
ど
地
域

の
安
全
を
守
る
た
め
、
防

犯
灯
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

市
で
は
、
防
犯
灯
設
置
に

対
し
、
一
部
補
助
金
を
交

付
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
各
防
犯
協
議
会

で
は
、
年
末
の
夜
警
や
警

察
署
な
ど
と
連
携
し
特
殊

詐
欺
、
子
ど
も
や
女
性
を

狙
っ
た
犯
罪
、
街
頭
犯
罪

な
ど
の
防
止
を
目
的
と
し

た
街
頭
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を

行
っ
て
い
ま
す
。

�問
▽
公
民
連
携
協
働
室

０
６
（
４
３
０
９
）
３
３

１
９
、
�
０
６
（
４
３
０

９
）
３
８
１
２

▽
地
域

活
動
支
援
室

０
６
（
４

３
０
９
）
３
１
６
１
、
�

０
６
（
４
３
０
９
）
３
８

６
１

青
色
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル

活
動
支
援
事
業

青
色
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル

活
動
と
は
、
大
阪
府
警
察

本
部
か
ら
証
明
を
受
け
た

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
が
、

青
色
回
転
灯
を
装
備
し
た

車
両
（
右
写
真
）
を
使
用

し
て
パ
ト
ロ
ー
ル
す
る
自

主
防
犯
活
動
の
こ
と
で
す
。

児
童
の
登
下
校
時
や
犯
罪

や
事
故
が
発
生
し
や
す
い

夕
方
か
ら
夜
間
に
か
け
て

車
両
を
走
ら
せ
、
パ
ト
ロ

ー
ル
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

地
域
で
の
防
犯
活
動
を

さ
ら
に
活
性
化
さ
せ
る
た

め
、
青
色
防
犯
パ
ト
ロ
ー

ル
活
動
を
す
る
団
体
へ
、

日
々
の
活
動
費
に
対
す
る

補
助
金
お
よ
び
パ
ト
ロ
ー

ル
専
用
車
の
購
入
費
に
か

か
る
補
助
金
を
交
付
し
て

い
ま
す
。

�問
地
域
活
動
支
援
室

商
店
街
共
同
施
設

設
置
事
業

市
で
は
、
市
内
の
商
店

街
を
訪
れ
る
方
の
安
全
安

心
な
買
い
物
環
境
づ
く
り

の
た
め
、
街
路
灯
や
防
犯

カ
メ
ラ
の
設
置
に
対
し
補

助
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

対
象
は
市
内
商
店
街
振
興

組
合
な
ど
の
商
業
団
体
で

す
。�問

商
業
課

０
６
（
４

３
０
９
）３
１
７
６
、�
０

６（
４
３
０
９
）３
８
４
６

子
ど
も
安
全
安
心

推
進
事
業

学
校
園
で
は
、
子
ど
も

た
ち
の
危
機
予
測
・
回
避

能
力
向
上
の
取
組
み
と
し

て
防
犯
教
室
や
不
審
者
対

応
訓
練
を
実
施
し
、
園
児

・
児
童
・
生
徒
お
よ
び
教

職
員
の
安
全
に
対
す
る
意

識
の
向
上
を
図
っ
て
い
ま

す
。ま

た
、「
地
域
の
子
ど
も

は
地
域
で
守
る
�
」「
子
ど

も
の
安
全
は
み
ん
な
の
力

で
�
」
を
合
言
葉
に
ス
タ

ー
ト
し
た
愛
ガ
ー
ド
運
動

に
よ
り
、
子
ど
も
た
ち
は

安
心
し
て
登
下
校
を
行
い

元
気
に
学
校
園
生
活
を
送

れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、

不
審
者
対
策
と
し
て
小
学

校
新
１
年
生
を
対
象
に
ト

ラ
イ
く
ん
型
防
犯
ブ
ザ
ー

（
左
写
真
）
を
配
付
し
て

い
ま
す
。
今
後
も
学
校
園

・
地
域
・
家
庭
が
一
体
と

な
っ
た
安
全
確
保
の
取
組

み
を
さ
ら
に
推
進
し
て
い

き
ま
す
。

�問
学
校
教
育
推
進
室

０
６
（
４
３
０
９
）
３
２

６
８
、
�
０
６
（
４
３
０

９
）
３
８
３
８

少
年
補
導
活
動
事
業

市
で
は
、
各
小
学
校
区

ご
と
に
少
年
補
導
員
を
募

り
、
地
域
の
街
頭
補
導
活

動
や
祭
礼
巡
視
・
地
域
浄

化
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
活
動
な

ど
の
青
少
年
の
非
行
化
防

止
活
動
事
業
や
、
す
こ
や

か
テ
レ
ホ
ン
事
業
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

学
校
の
こ
と
、
友
達
や

家
庭
の
こ
と
、
い
じ
め
や

不
登
校
な
ど
心
配
な
こ
と

が
あ
れ
ば
青
少
年
補
導
セ

ン
タ
ー（
０
６
―

６
７
２
１

―

９
１
７
４�
火
曜
日
〜
土

曜
日
１０
時
〜
１６
時
�）に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。
詳
し
く

は
青
少
年
補
導
セ
ン
タ
ー

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご
覧
い

た
だ
く
か
、
お
問
合
せ
く

だ
さ
い
。

�問
青
少
年
教
育
課

０

６
（
４
３
０
９
）
３
２
８

１
、
�
０
６（
４
３
０
９
）

３
８
３
５

不
法
投
棄
対
策
事
業

市
で
は
、
不
法
投
棄
ご

み
の
問
題
に
迅
速
に
対
応

す
る
た
め
、
定
期
的
な
市

内
巡
回
パ
ト
ロ
ー
ル
や
不

法
投
棄
ご
み
の
相
談
・
撤

去
を
行
っ
て
い
ま
す（
左
写

真
）。また

、
不
法
投
棄
の
抑

制
を
目
的
と
し
て
、
不
法

投
棄
禁
止
看
板
を
作
成
し
、

無
料
で
貸
出
し
を
し
て
い

ま
す
。
さ
ら
に
市
内
の
不

法
投
棄
多
発
地
区
に
は
、

監
視
カ
メ
ラ
を
設
置
し
警

察
署
と
連
携
す
る
こ
と
で
、

不
法
投
棄
の
防
止
・
抑
止

に
努
め
て
い
ま
す
。

�問
美
化
推
進
課

０
７

２（
９
６
１
）２
１
０
０
、

�
０
７
２（
９
６
１
）２
４

１
８

オ
レ
オ
レ
詐
欺
な
ど
の

特
殊
詐
欺
に
ご
注
意
�

昨
年
に
お
け
る
市
内
の

刑
法
犯
の
認
知
件
数
は
４

７
４
２
件
で
、
前
年
の
５

８
３
１
件
と
比
べ
て
約
１９

％
減
少
し
て
お
り
、
市
で

行
っ
て
い
る
防
犯
カ
メ
ラ

の
設
置
な
ど
の
施
策
に
、

一
定
の
効
果
が
あ
っ
た
と

考
え
て
い
ま
す
。し
か
し
、

社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る

特
殊
詐
欺
に
つ
い
て
は
、

今
年
に
入
っ
て
か
ら
も
高

齢
者
を
狙
っ
た
オ
レ
オ
レ

詐
欺
の
被
害
や
、
新
た
な

手
口
と
し
て
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
に
便
乗
し
た
不

審
な
メ
ー
ル
・
電
話
が
認

知
さ
れ
て
お
り
、
今
後
も

対
策
が
必
要
で
す
。
こ
れ

ら
の
犯
罪
の
被
害
に
遭
わ

な
い
た
め
に
も
、
市
が
行

う
治
安
対
策
と
あ
わ
せ
て
、

市
民
一
人
ひ
と
り
が
防
犯

意
識
を
高
め
、安
全
に
安
心

し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き

る
地
域
社
会
を
実
現
す
る

た
め
の
対
策
を
講
じ
て
い

く
こ
と
が
重
要
で
す
。

警
察
署
と
連
携
し
た

防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置

市
と
市
内
３
警
察
署
が

連
携
し
て
犯
罪
抑
止
効
果

が
期
待
で
き
る
場
所
を
選

定
し
、
平
成
２５
年
度
か
ら

の
５
年
間
で
合
計
６
０
０

台
の
防
犯
カ
メ
ラ
を
設
置

し
ま
し
た（
左
上
写
真
）。

従
来
か
ら
の
も
の
と
あ

わ
せ
合
計
７
３
０
台
の
防

犯
カ
メ
ラ
を
設
置
し
て
お

り
、
昨
年
度
は
１
２
０
台

の
防
犯
カ
メ
ラ
を
新
し
い

機
種
に
更
新
し
、
今
年
度

も
更
新
し
て
い
く
予
定
で

す
。�問

危
機
管
理
室

安
全
安
心
な

ま
ち
づ
く
り
推
進
事
業

市
で
は
、
安
全
安
心
な

ま
ち
づ
く
り
推
進
事
業
と

し
て
、
市
内
３
警
察
署
と

協
働
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
安

全
対
策
啓
発
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

今
年
度
は
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大

防
止
を
考
慮
し
な
が
ら
、

次
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実

施
予
定
で
す
。

▽
サ
イ

バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策

と
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
安
全
利
用
教
室
を
実
施

し
た
学
校
の
生
徒
へ
の
啓

発
モ
バ
イ
ル
バ
ッ
テ
リ
ー

の
配
布

▽
自
動
車
関
連

犯
罪
対
策
と
し
て
、
ナ
ン

バ
ー
プ
レ
ー
ト
盗
難
防
止

ネ
ジ
の
取
付
け（
左
写
真
）

▽
女
性
・
子
ど
も
安
全
対

策
と
し
て
、
市
内
で
防
犯

ブ
ザ
ー
を
配
布
す
る
性
犯

罪
・
子
ど
も
安
全
対
策

な

ど
�問
危
機
管
理
室

６
月
は「
食
育
月
間
」、

毎
月
１９
日
は「
食
育
の
日
」

で
す
。
食
べ
る
こ
と
は
生

き
る
こ
と
で
す
。
生
涯
に

わ
た
っ
て
心
も
体
も
健
康

で
、
い
き
い
き
と
し
た
生

活
を
送
る
た
め
に
、
こ
の

機
会
に
日
頃
の
食
生
活
を

見
直
し
、
家
族
そ
ろ
っ
て

楽
し
く
食
卓
を
囲
ん
で
み

ま
せ
ん
か
。

第
３
次
市
食
育
推
進
計

画
で
は
、
健
全
な
食
生
活

を
実
践
し
て
、
健
康
で
活

力
あ
る
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ

を
過
ご
せ
る
よ
う
さ
ま
ざ

ま
な
食
育
活
動
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。
食
育
の
目

標
で
は
、「
朝
食
を
欠
食
す

る
市
民
の
割
合
」
を
減
ら

す
こ
と
を
掲
げ
て
い
ま
す

が
、
割
合
は
悪
く
な
っ
て

い
ま
す（
グ
ラ
フ
参
照
）。

朝
食
は
眠
っ
て
い
た
体

と
脳
を
起
こ
す
体

内
時
計
の
リ
セ
ッ

ト
に
は
欠
か
せ
な

い
も
の
で
す
。
し

っ
か
り
と
朝
食
を

食
べ
る
こ
と
は
、

元
気
で
一
日
を
活

動
的
に
過
ご
す
ス

イ
ッ
チ
を
入
れ
る

役
割
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
肥
満
や
糖
尿

病
な
ど
の
生
活
習
慣
病
を

予
防
・
改
善
す
る
た
め
に

も
朝
食
を
と
り
、
規
則
正

し
い
食
生
活
を
お
く
る
こ

と
が
大
切
で
す
。

朝
食
を
抜
き
、
昼
食
を

が
っ
つ
り
食
べ
る
こ
と
で

血
糖
値
が
急
激
に
上
が
り

ま
す
。
こ
れ
を
「
血
糖
値

ス
パ
イ
ク
」
と
い
い
、
放

置
し
て
い
る
と
糖
尿
病
に

な
り
や
す
い
だ
け
で
な
く
、

心
臓
病
な
ど
の
血
管
の
病

気
や
が
ん
な
ど
の
合
併
症

を
生
じ
や
す
い
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
欠
食
せ
ず
、

バ
ラ
ン
ス
の
良
い
朝
食
を

食
べ
ま
し
ょ
う
。

朝
食
を
食
べ
な
い
と

▽
午
前
中
頭
が
ボ
ー
っ
と

す
る

▽
力
が
出
な
い

▽
イ
ラ
イ
ラ
す
る

▽
成

績
や
仕
事
の
効
率
が
上
が

ら
な
い

朝
食
を
食
べ
る
と

▽

午
前
中
の
集
中
力
が
上
が

る

▽
体
内
時
計
が
整
う

▽
便
秘
予
防
に
な
る

▽

運
動
能
力
が
上
が
る

主
食
・
主
菜
・
副
菜
を

そ
ろ
え
て
バ
ラ
ン
ス
の

良
い
食
事
を
�

バ
ラ
ン
ス
の
良
い
食
事

は
、
体
の
調
子
を
整
え
メ

タ
ボ
予
防
に
も
効
果
的
で

す
。
主
食
・
主
菜
・
副
菜

を
そ
ろ
え
、
乳
製
品
や
果

物
を
適
量
と
り
、
バ
ラ
ン

ス
の
良
い
食
事
を
心
が
け

ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
毎
日

の
食
事
で
で
き
る
だ
け
さ

ま
ざ
ま
な
種
類
の
食
材
を

取
り
入
れ
、
食
事
量
は
腹

八
分
目
に
し
ま
し
ょ
う
。

▽
主
食
（
ご
は
ん
、
パ

ン
、
め
ん
な
ど
）
�
体
を

動
か
す
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
な

る
炭
水
化
物
を
多
く
含
む

▽
主
菜
（
肉
、
魚
、
卵
、

大
豆
製
品
な
ど
）
�
主
に

血
や
肉
と
な
り
、
体
を
つ

く
る
も
と
と
な
る
た
ん
ぱ

く
質
を
多
く
含
む

▽
副

菜
（
野
菜
、
海
藻
、
き
の

こ
な
ど
）
�
主
に
体
の
調

子
を
整
え
る
ビ
タ
ミ
ン
、

食
物
繊
維
を
多
く
含
む

◇

◇

�問
健
康
づ
く
り
課
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９
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�
０
７
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９
６
０
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３
８
０
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食
生
活
を
見
直
し
て
み
ま
し
ょ
う

こ
の
ほ
ど
、
お
笑
い

コ
ン
ビ
・
モ
ン
ス
タ
ー

エ
ン
ジ
ン（
写
真
）の
お

２
人
に
対
し
て「
モ
ノ
づ

く
り
東
大
阪
応
援
大
使
」

の
委
嘱
を
行
い
ま
し
た
。

市
で
は
、
本
市
出
身

で
実
家
が
モ
ノ
づ
く
り

企
業
を
営
ん
で
い
る
お

笑
い
コ
ン
ビ
・
モ
ン
ス

タ
ー
エ
ン
ジ
ン
の
西
森

洋
一
さ
ん
に
、
平
成
２９

年
１１
月
か
ら
「
モ
ノ
づ

く
り
東
大
阪
応
援
大
使
」

を
委
嘱
し
て
い
ま
す
。

就
任
後
は
テ
レ
ビ
や
ラ

ジ
オ
、
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ

ｅ
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な

媒
体
を
通
し
て
、
東
大

阪
の
モ
ノ
づ
く
り
を
積

極
的
に
ア
ピ
ー
ル
し

て
い
た
だ
い
て
い
ま

す
。ま

た
、
相
方
の
大

林
健
二
さ
ん
と
と
も

に
、コ
ン
ビ
で
東
大
阪

ふ
れ
あ
い
祭
り
や
ワ

ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
ア
カ

デ
ミ
ー
ｉ
ｎ
花
園
中

央
公
園
に
出
演
し
て

い
た
だ
き
、
多
く
の
市

民
や
メ
デ
ィ
ア
が
集
ま

る
中
で
、
モ
ノ
づ
く
り

の
ま
ち
東
大
阪
の
情
報

発
信
を
行
っ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

今
後
は
、
お
笑
い
コ

ン
ビ
・
モ
ン
ス
タ
ー
エ

ン
ジ
ン
と
し
て
、
さ
ま

ざ
ま
な
場
面
に
お
い
て

モ
ノ
づ
く
り
の
ま
ち
東

大
阪
を
ア
ピ
ー
ル
し
て

い
た
だ
き
ま
す
。

【
モ
ン
ス
タ
ー
エ
ン

ジ
ン
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
】

西
森
さ
ん
「
東
大
阪

の
工
場
に
若
い
人
た
ち

が
来
る
よ
う
に
が
ん
ば

っ
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
」

大
林
さ
ん
「
コ
ン
ビ

で
就
任
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
の
で
、
東
大
阪
の

た
め
に
が
ん
ば
り
た
い

と
思
い
ま
す
」

◇

◇

�問
モ
ノ
づ
く
り
支
援

室

０
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４
３
０
９
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３
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７
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０
９
）
３
８
４
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今
年
は
５
年
に
１
度

の
国
勢
調
査
の
年
で
す
。

国
勢
調
査
と
は
、
１０
月

１
日
現
在
、
日
本
国
内

に
住
ん
で
い
る
全
て
の

方
を
対
象
に
、
総
務
省

統
計
局
が
実
施
す
る
統

計
調
査
で
す
。
回
答
項

目
は
、
世
帯
員
の
数
や

従
業
地
・
通
学
地
な
ど

で
す
。

大
正
９
年
の
第
１
回

調
査
か
ら
、
今
年
で
１

０
０
年
目
の
節
目
を
迎

え
ま
す
。
令
和
最
初
の

国
勢
調
査
に
、
皆
さ
ん

の
理
解
と
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

何
に
役
立
つ
の
？

▽
法
定
人
口
と
し
て

の
利
用
�
衆
議
院
の
小

選
挙
区
な
ど
が
国
勢
調

査
の
「
人
口
」
を
基
準

に
改
正

▽
民
間
企
業

�
新
し
い
店
舗
の
立
地

の
計
画
や
需
要
の
分
析

な
ど
に
活
用

▽
大
学

な
ど
�
国
勢
調
査
の
結

果
を
基
礎
資
料
と
し
て

社
会
・
経
済
の
分
析
や

研
究
な
ど
に
活
用

な
ど

回
答
方
法

【
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
回
答
】

パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
、
タ
ブ
レ
ッ

ト
端
末
な
ど
で
も
回
答

で
き
ま
す
。

【
調
査
票
で
回
答
】

紙
の
調
査
票
に
記
入

し
て
回
答
し
ま
す
。
調

査
票
は
、
配
布
さ
れ
る

返
信
用
封
筒
（
切
手
不

要
）
な
ど
で
提
出
し
ま

す
。※

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
影
響
に

よ
り
、
調
査
時
期
・
方

法
な
ど
が
変
更
に
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

◇

◇

�問
情
報
政
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市民・警察・市が連携した治安対策を実施
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朝食を欠食する市民の割合

犯
罪
抑
止
の
た
め
、
通
学
路

付
近
に
設
置
さ
れ
て
い
る
防

犯
カ
メ
ラ

総務省統計局
イメージキャラクター

大
阪
府
内
で
、
特
別

定
額
給
付
金
に
便
乗
し

た
詐
欺
と
思
わ
れ
る
不

審
な
電
話
や
メ
ー
ル
が

送
ら
れ
て
く
る
事
案
が

続
い
て
い
ま
す
。

給
付
金
の
手
続
き
に

関
し
て
、国
や
市
町
村
、

金
融
機
関
の
職
員
な
ど

が
左
の
よ
う
な
こ
と
を

行
う
こ
と
は
絶
対
に
あ

り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
固
定
電
話
機

に
ガ
イ
ダ
ン
ス
音
声
で

「
新
型
コ
ロ
ナ
の
給
付

金
の
申
請
手
続
き
の
代

行
サ
ー
ビ
ス
を
行
い
ま

す
。
代
行
サ
ー
ビ
ス
を

依
頼
す
る
場
合
は
、
●

番
を
押
し
て
く
だ
さ
い
」

な
ど
、
申
請
手
続
き
の

代
行
サ
ー
ビ
ス
を
装
っ

た
不
審
な
電
話
も
か
か

っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
メ
ー
ル

や
電
話
が
あ
れ
ば
、
詐

欺
を
疑
い
、
警
察
へ
１

１
０
番
通
報
ま
た
は
警

察
相
談
専
用
電
話
（
＃

９
１
１
０
）
に
連
絡
し

て
く
だ
さ
い
。

�問
危
機
管
理
室

新型コロナウイルスに便乗して増加

特別定額給付金の詐欺にご注意�

●口座番号や暗証番号を聞き出す
●ATM（現金自動預払機）の操作
をお願いする
●キャッシュカードを預かる
●受給にあたり、手数料の振込み
を求める
●Ｅメールを送り、URLをクリッ
クして申請手続きを求める
●コンビニなどで電子マネーを買
うことを求める

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

６６
月月
はは「「
食食
育育
月月
間間
」」

国
勢
調
査
が
実
施
さ
れ
ま
す

回
答
に
ご
協
力
を

防犯意識を
高めよう�
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お笑いコンビ モンスターエンジンモモンンススタターーエエンンジジンン
モノづくり東大阪応援大使に就任�
４月からはコンビで

ラ グ ビ ー の ま ち 東 大 阪 令和２年６月１日令和２年６月１日 （６）（７）



食中毒が多発する季節です
卵や肉の生食にご注意を

食中毒の多くは、「カンピロバクタ

ー」や「サルモネラ属菌」「腸管出血

性大腸菌」が原因です。これらの食

中毒菌は、食肉類や卵に付着してい

ることが多いので、次のことに注意

してください。

【新鮮なものを購入する】
食中毒菌は時間がたつにつれて増

えます。卵はひび割れがないものを

賞味期限を確認して購入し、早く冷

蔵庫に入れましょう。

【適切に保存を】
冷蔵庫や冷凍庫は菌が増えるスピ

ードを遅くすることはできますが、

殺菌できるわけではありません。特

に、卵を割ってから長時間放置する

ことは危険です。新鮮なうちに食べ

ましょう。

【充分加熱する】
レバーや肉を生食

するのはやめましょ

う。生食用牛レバー

は食品衛生法の改正

により、販売できな

くなっています。販

売されている牛レバ

ーは全て加熱用です。豚肉（内臓含

む）も生食が禁止されています。ま

た、まれに卵の中にサルモネラ属菌

が存在することがありますので、生

食は控え、中心部分まで充分加熱し

ましょう（目安は中心温度８５℃で１

分間）。

焼肉やバーベキューをするときは、

生肉に触れる箸と食べる箸を分けて

ください。

【乳幼児や高齢者は特に注意】
食中毒の症状は、抵抗力の弱い乳

幼児や児童、高齢者の場合、重症化

することがありますので、特に注意

してください。

◇ ◇

�問食品衛生課 ０７２（９６０）３８０３、

�０７２（９６０）３８０７

血糖値を下げる教室

�時７月１３日�・２０日�・８月３日
�１３時～１５時（計３日間） �対血糖
値が高め（HbA1c６．５％以上）の方と

その家族 �定１２人（申込先着順）
�内医師の講話、食事療法など �持最
近の血液検査の結果 �申基本事項（９
面に掲載）を７月８日�までに電話
で（ファクス、直接も可）

�所�申�問西保健センター

６月１日からは水道週間
飲み水を 未来につなごう ぼくたちで

水は限りある資源です。この機会

に、水の大切さを考えてみましょう。

�問水道総務部総務課 ０６（６７２４）

１２２１、�０６（６７２１）２３７４

建物の所有者・管理者は
飲み水の衛生管理を

貯水槽を利用するビルやマンショ

ンでは、管理が不適切になると赤水

が発生したり、水槽内に鳥や虫の死

がい・フンが混入したりするなど水

の汚染事故が起きる恐れがあります。

建物の所有者・管理者は次の管理基

準を守り、給水設備と水の衛生管理

に努めてください。また、利用者が

水の異常に気づいたときは所有者・

管理者に連絡しましょう。 管理基
準 �貯水槽の清掃は定期的（年１
回）に行う �設備に不備があれば
速やかに改善する �水の色・濁り
・におい・味などに注意し、異常が

あれば水質検査を行う �貯水槽の
水が健康を害する恐れがあるときは、

直ちに給水を停止し、利用者や保健

所、上下水道局などに連絡する ※

受水槽の有効容量が１０�を超えるも
のは、保健所への簡易専用水道の届

出と年１回の定期検査（厚生労働大

臣の登録を受けた検査機関による検

査）が必要です。

�問�環境薬務課 ０７２（９６０）３８０４、

�０７２（９６０）３８０７ �上下水道局給水
課 ０６（６７２４）１２２１、�０６（６７２１）２３７４

６月の献血

�時�所�６月７日��四条図書館
�８日��菱江ショッピングプラザ
�１２日	�マルナカ東大阪店 �１４
日��JR長瀬駅前 ※受付時間は場

所によって異なり、日程を変更する

場合もあります。受付時に保険証な

どで本人確認をします。

�問�大阪府赤十字血液センター
０６（６９６２）７６５４、�０６（６９６８）４９００
�地域健康企画課 ０７２（９６０）３８０１、

�０７２（９６０）３８０６

６月はゴキブリ駆除強調月間

ゴキブリは感染症や食中毒の病原

体を運ぶ害虫です。次のことを心が

け、ゴキブリの住みにくい環境をつ

くりましょう。 �食品を保存すると
ふた

きは容器に入れ、蓋をする �残飯や
ごみ類は蓋付きのごみ箱に入れる

�台所は清潔にする �黒い砂粒の
はい せつ

ようなゴキブリの排泄物は取り除く

�問環境薬務課 ０７２（９６０）３８０４、

�０７２（９６０）３８０７

罰則が強化されました
動物の愛護及び管理に関する

法律が改正

昨年６月１９日、動物の愛護及び管

理に関する法律が改正され、６月１

日に一部が施行されました。動物の

不適切な取扱いへの対応強化に向け

て、適正飼養が困難な場合における

繁殖防止の義務化が規定され、動物

の虐待に対する罰則が引き上げられ

ました。

【動物の遺棄・虐待は犯罪です】
�愛護動物を殺傷した場合、５年
以下の懲役または５００万円以下の罰金

�愛護動物を遺棄・虐待した場合、
１年以下の懲役または１００万円以下の

罰金

【不妊手術をしましょう】
飼えない子犬・子猫が産まれない

ように、不妊・去勢手術をしましょ

う。

◇ ◇

�問動物指導センター ０７２（９６３）

６２１１、�０７２（９６３）１６４４


犬・猫に関する相談は動物指導センター（０７２‐９６３‐６２１１）まで。

就職などのための健康診断は医療機関のご利用を。

新型コロナウイルス感染拡大の状況を鑑み、実施日を確定します。

実施日など詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せく

ださい。

骨密度測定
４か月児健康診査
１歳６か月児健康診査
３歳６か月児健康診査
離乳食講習会
ＢＣＧ接種

３日�９：３０～１１：００
１５日�１３：００～１５：００

１２日	９：３０～１１：００
２５日�１３：００～１５：００

５日	１３：００～１５：００
１７日�９：３０～１１：００

糖尿病個別食事相談
（予約制）

月曜日～金曜日 ９：００～１２：００・１２：４５～１７：３０電話健康相談

２日�・１６日�・１８日�
１４：００～１６：００

２３日�・２５日�
１４：００～１６：００

３日�・４日�・１８日�
１４：００～１６：００

精神保健相談（予約制）
（アルコール依存症、認

知症の相談を含む）

８日�・２２日�
９：３０～１１：００

１０日�・２４日�
９：３０～１１：００

１９日	
９：３０～１１：００

専門相談（予約制）

�
クラミジア・梅毒・

エイズ検査
�
�

（証明書の発行はありません）

西保健センター
（０６‐６７８８‐００８５）

中保健センター
（０７２‐９６５‐６４１１）

東保健センター
（０７２‐９８２‐２６０３）

ところ
行 事


受付日は都合により変更になる場合があります。その他詳細はお問合せください。

０６（６７８７）５０２１

�０６（６７８７）７４０４

環境衛生検査

センター
平常項目

１万６８００円

９：３０
〜

１１：００１日�水道法に基づく
飲用水水質検査（予約制）

０６（６７８８）４４８３

�０６（６７８７）７４０４２６４０円
９日�
２３日�

検便（赤痢菌、サルモネ
ラ属菌、大腸菌Ｏ１５７）

受付場所料 金受付日・時間検査の種類

東 大 阪 市 政 だ よ り （８）令和２年６月１日



行政書士・社会保険労務士による相談

【行政書士】
�時６月２日�１３時～１５時３０分 �内
遺言・相続・内容証明・各種契約書

の作成、建築業などの許認可申請、

会社設立、外国人の帰化など

【社会保険労務士】
�時６月１１日�１３時～１５時３０分 �定

１０人 �内年金・健康保険・労災保険
・雇用保険の手続き、労働トラブル

など

◇ ◇

�所市役所本庁舎１階相談室 ※い

ずれも当日先着順。

�問市政情報相談課 ０６（４３０９）３１０４、

�０６（４３０９）３８０１

福祉なんでも相談

�時�所�６月１日��くすのきプラ
ザ（若江岩田駅前） �２日��や
まなみプラザ（四条） �３日��
夢広場（布施駅前） �４日��は
すの広場（近江堂） �５日	�グ
リーンパル（中鴻池） �１７日��
ゆうゆうプラザ（日下） �１８日�
�ももの広場（楠根） ☆いずれも

１３時３０分～１６時

�問地域福祉課 ０６（４３０９）３１８１、

�０６（４３０９）３８１５

常設人権相談

人権擁護委員（火・水・木）と法

務局職員（月・金）が相談に応じま

す。

�時月曜日～金曜日９時～１６時（祝
休日、年末年始を除く）

�所�問大阪法務局東大阪支局 ０６

（６７８２）５５６３

�問人権啓発課 ０６（４３０９）３１５６、

�０６（４３０９）３８２３

アジサイ園
草花ハイキング

枚岡公園からアジサイ園をたどり、

草花を楽しみます（往復約８km）。

�時６月２８日
９時３０分～１５時３０分
※前日１７時の天気予報で当日の降水

確率が６０％以上の場合は中止。 �定２５
人（申込先着順） �料中学生以上２００
円、子ども１００円 �持弁当、飲み物、
雨具 �申６月１日�１０時から電話で
�申�問枚岡公園管理事務所 ０７２（９８１）

２５１６、�０７２（９８２）８７２５

夏季企画展示～はかる道具

�時６月２日�～９月６日
９時３０
分～１６時３０分 ※月曜日と祝休日の

翌日は休館。入館料（一般５０円、高

校・大学生３０円、小・中学生２０円）

が必要。新型コロナウイルス感染拡

大防止のため、入場制限を実施する

場合あり。

�所�問郷土博物館 ０７２（９８４）６３４１、

�０７２（９８６）１４３２

夏季市民テニス大会

�時�内�７月２６日
７時～１９時�初
級・中級の男女 �８月２日
７時
～１９時�上級・年齢別４５歳以上・５５
歳以上の男女 ※雨天時は８月９日


に順延。ダブルスのみ。５５歳以上
の人数が少ない場合は４５歳以上に含

めます。 �所中部緑地公園テニスコ
ート �対市内在住・在勤・在学（い
ずれか）の１５歳以上の方、市テニス

協会加盟・登録のクラブまたは団体

の１５歳以上の方 �料１組３０００円 �申
申込書を７月１０日	１８時（必着）ま
でに郵送または直接 ※料金は当日

入金。申込書は市テニス協会ウェブ

サイトからダウンロード可。

�申�問〒５７９―８０１３西石切町５―２―４１
インドアテニスワールド石切内市テ

ニス協会 ０７２（９８０）７５３０

�問市民スポーツ支援課 ０６（４３０９）

３２８２、�０６（４３０９）３８４９

旧河澄家の催し＆講座

【万葉の花写真展】
�時６月２０日�～７月１９日
９時３０
分～１６時３０分 ※月曜日、祝休日の

翌日は休館。申込不要。新型コロナ

ウイルス感染拡大防止のため、入場

制限を実施する場合あり。

【万葉の花講演会】
�時６月２８日
１３時３０分～１５時 �対

中学生以上の方 �定２０人 �持マスク
�申６月２日�９時３０分から
【前垣さんの大阪文化講座～シャ
レは頭のおしゃれ�】
�時６月１４日
１３時～１５時 �対中学
生以上の方 �定２０人 �持マスク �申
随時

◇ ◇

※いずれも申込先着順。 �申各申
込期間に電話で（旧河澄家ウェブサ

イトからも可）

�所�申�問旧河澄家（日下町７） ０７２
（９８４）１６４０（�兼用）

４月から年金額を改定します

今年４月分からの年金額は法律の

規定により、昨年度から０．２％プラス

で改定されることになりました。年

金額は日本年金機構から６月に送付

される年金額改定通知書などでお知

らせします。

�問�ねんきんダイヤル ０５７０（０５）

１１６５ �東大阪年金事務所 ０６（６７２２）

６００１ �国民年金課 ０６（４３０９）３１６５、

�０６（４３０９）３８０５

６月７日からは危険物安全週間
訓練で 確かな信頼 積み重ね

危険物とは、ガソリンや灯油、油

性塗料といった火災が発生・拡大し

やすく消火が困難なものをいいます。

危険物を取り扱う事業所の方は、自

主保安の重要性を再確認してくださ

い。また、家庭で危険物を扱うとき

は、注意事項をよく確認しましょう。

�問消防局予防広報課 ０７２（９６６）

９６６２、�０７２（９６６）９６６９

６月は土砂災害防止月間

集中豪雨などによる土砂災害の被

害に遭わないよう次のことを心がけ

ましょう。 �強い雨が降り続き、
がけ

崖から水が急に湧き出す、異常な山

鳴りや地鳴りがするなどの現象が起

こったら、早く避難する �常に気
象情報に注意し、避難場所を確認し

ておく �おおさか防災ネットにＥ
メールアドレスを登録し、気象情報

などの防災情報メールを受け取れる

ようにしておく �市が発令する避
難情報を市ウェブサイト、ケーブル

テレビ、緊急速報メール、防災行政

無線屋外スピーカーで確認する

�問�河川課 ０６（４３０９）３２６３、�
０６（４３０９）３８３６ �危機管理室 ０６

（４３０９）３１３０、�０６（４３０９）３８５８

防災講演会＆コンサート in東大阪
中止します

６月２８日
に市文化創造館で予定
していた「防災講演会＆コンサートin

東大阪」は、新型コロナウイルス感染

拡大防止のため中止となりました。

�問危機管理室 ０６（４３０９）３１３０、

�０６（４３０９）３８５８
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●記号の見方
�時とき �所ところ �対対象 �定
定員・定数 �内内容 �料料金（表
示のないものは無料） �持持ち物
�申申込方法・申込み先など �問
問合せ先 �Ｅメールアドレス
●申込みの基本事項
�行事名または教室名
�住所（郵便番号も）
�氏名（ふりがなも）
�年齢
�電話・ファクス番号

以上をそれぞれの申込み先へ

0120(279)889
※２４時間受付。

（内閣府）
支援体制を強化！

プラス

DV相談＋

専用ダイヤル

06 (4309) 3191
※月曜日～金曜日９時～１２時・１２時４５分～１７時
（祝休日、１２月２９日～翌年１月３日を除く）。

専門相談員が
応じます

配偶者からの暴力（DV）に悩む方へ まずはお電話を

ＳＮＳ・メ
ール相談は
右のコード
から（１０か
国語対応）

ラ グ ビ ー の ま ち 東 大 阪（９） 令和２年６月１日



学ぶのつづき

八戸の里老人センター
趣味クラブ

活動期間は７月から来年３月まで

です。 �対市内在住の６０歳以上の方
（７月１日現在） �内詩吟、民謡、書
道、社交ダンス、茶道、俳句、切り

絵、華道、手芸、折り紙、カラオケ、

大正琴、水墨画、リズムダンス、謡

曲、オカリナ、フラダンス、フォー

クダンス、ゲートボール、グラウン

ドゴルフ、囲碁、将棋 ※新型コロ

ナウイルス感染拡大状況により、安

全性の確保のため、一部または全部

の教室・同好会を、当面の間休止す

る場合あり。 �申６月１日�～１１日
�１０時～１５時に年齢・住所が確認で
きるものを本人が直接

�所�申�問八戸の里老人センター ０６

（６７２４）６２２０、�０６（６７２４）６７３８

しっかり食べて、夏を乗り切ろう！
健康料理教室

�時７月５日�１０時３０分～１３時３０分
�対市内在住・在勤（いずれか）の方
�定１６人（抽選） �内高野豆腐のドラ
イカレー、夏野菜のマリネ、スープ、

デザート ※メニューは変更する場

合があります。 �料１０００円 �持エプ
ロン、三角巾 �申基本事項（９面に
掲載）を６月２１日�（必着）までに
往復ハガキで

�所�申�問〒５７８―０９７５中鴻池町２―３―１３
グリーンパル（中鴻池） ０６（６７４４）

２７４８（�兼用）

市では、大地震に備えて耐震性が

不充分な建築物の耐震改修を進めて

いくため、耐震診断・改修に対する

補助や耐震アドバイザーの派遣をし

ています。

巨大地震が発生したときの住宅被

害のうち、特に心配なのが昭和５６年

以前に建てられた木造住宅です。

耐震診断を受ければ補強・改修の

必要性の有無が具体的にわかります。

自分や家族の命を守るために、まず

は木造住宅の耐震診断、そして耐震

アドバイザーによる適切なアドバイ

スを受けてみませんか。

耐震診断・耐震改修などの補助制

度は次のとおりです。対象はいずれ

も昭和５６年５月３１日以前に市内に建

てられた木造住宅です。なお、補助

申請には一定の条件を満たす必要が

あります。また、一部補助を受けら

れない住宅もありますので、詳しく

は市ウェブサイトをご覧いただくか、

お問合せください。

まずは耐震診断で
住まいの安全確認を

【木造住宅耐震診断員派遣制度】
専門家を派遣して耐震診断を行い

ます。また、同時に耐震アドバイザ

ー派遣も行っています。診断費用や

所有者負担額など、詳しくはお問合

せください。 派遣対象建築物 木

造の戸建て、長屋または共同住宅

【耐震診断補助制度】
耐震診断の費用の一部を補助しま

す。

耐震設計・改修で
安全安心な住まいを

【耐震改修設計補助・改修補助】
耐震設計や改修工事に対し、耐震

改修設計費用や耐震改修工事費用の

一部を補助します（設計・改修補助

あわせて最大１００万円）。 ※リフォ

ームなどは除く。 補助対象建築物
地上２階建て以下の木造の戸建て、

長屋、共同または兼用住宅 補助限
度額 �設計�耐震改修設計費用（耐
震診断および工事監理費用を除く）

の７割（上限１０万円） �工事�耐
震改修工事費用と４０万円（低所得者、

高齢者、市内事業者には加算あり）

を比較して低い額 �工事監理�工
事監理費用と１０万円を比較して低い

額

※自ら居住する所有者に適用する

補助メニューです。自ら居住しない

場合は、別の補助制度があります。

【シェルターなど・耐震ベッド設
置工事補助】
シェルターなどおよび耐震ベッド

設置工事に対し、シェルターなど設

置工事費用（最大７０万円）、耐震ベッ

ド設置工事費用（最大３０万円）の一

部を補助します。 補助対象建築物
地上２階建て以下の木造の戸建て、

長屋、共同または兼用住宅

【除却工事補助】
耐震性が不足する木造住宅につい

て、除却工事をする場合に費用の一

部を補助します。 補助対象建築物
地上３階建て以下の木造の戸建て、

長屋、共同または兼用住宅のうち、

耐震性が不足するもの 対象となる
建築物所有者 �個人所有者 �世
帯の月額所得が２１万４０００円以下 �
資産が１０００万円以下 補助限度額
�戸建住宅�除去工事に要する費用
と４０万円を比較して低い額 �長屋
・共同住宅�除去工事に要する費用
と１００万円を比較して低い額 ☆いず

れも�あたり７０００円以内

利用できます

代理受領制度

代理受領制度とは、申請者は「申

請者が支払う費用の全額」から「受

領する補助金額」をあらかじめ差し

引いた額を事業者へ支払うことで、

申請者の負担を軽減する制度です。

◇ ◇

全ての補助制度は、工事の着手前

に申請が必要ですので、必ず事前に

お問合せください。

�申�問建築安全課 ０６（４３０９）３２４５、

�０６（４３０９）３８２９

３日	
１７日	

１５：３０～１６：２０八戸の里公園相撲場西側

１４：１０～１４：５０プレジデント東大阪（岩田町６）

１３：２０～１３：５０角田総合老人センター

５日

１９日


１５：２０～１６：００ライオンズマンション（若江東町２）

１４：１０～１４：４０府営東大阪玉串住宅

１３：２０～１４：００玉串西団地集会所前

２日�
１６日�

１５：３０～１６：００メープルコート（島之内１）

１４：１０～１４：４０府営東鴻池第二住宅

１３：２０～１４：００鴻北公園西側

１１日�
２５日�

１５：３０～１６：００ＪＡ孔舎衙（日下町６）

１４：２０～１５：００マンハイム石切（日下町４）

１３：２０～１３：５０東体育館前

５日

１９日


１５：１０～１５：４０シャルマンコーポ枚岡公園

１４：１０～１４：４０豊浦公民分館

１３：２０～１３：５０オーク新石切（西石切町７）

４日�
１８日�

１５：１０～１５：５０新池島町児童遊園

１４：００～１４：３０大池公園

１３：２０～１３：５０瓢�山稲荷神社東駐車場

１２日

２６日


１５：００～１５：４０桜井児童遊園

１４：００～１４：３０上六万寺児童遊園

１３：２０～１３：４０横小路メイ・トーラス

９日�
２３日�

１５：００～１５：４０ダイアパレス横（西石切町２）

１４：００～１４：３０駅前公園（上石切町２）

１３：２０～１３：５０日下町丹波神社西側

１２日

２６日


１５：３０～１６：１０五百石公園（御厨東２）

１４：００～１４：３０新家西町第２公園

１３：２０～１３：５０御厨天神社境内

１１日�
２５日�

１５：２０～１６：１０稲田公園

１４：２０～１４：５０川俣水みらいセンター西

１３：３０～１４：１０西堤神社境内

２日�
１６日�

１５：４０～１６：２０岸田堂南公園

１４：４０～１５：１０柏田公園

１３：４０～１４：３０金岡公園

９日�
２３日�

１５：２０～１６：００新喜多公園

１４：００～１４：４０市営鷺島住宅集会所前

１３：２０～１３：５０市営島町住宅

４日�
１８日�

１５：２０～１６：００はすの広場（近江堂）北側

１４：００～１４：４０大和公園

１３：１０～１３：５０三ノ瀬公民分館

３日	
１７日	

１５：１０～１５：５０府営加納住宅集会所前

１４：１０～１４：５０加納アメリア集会所前

１３：２０～１３：５０春光園（横枕）

１０日	
２４日	

１５：００～１６：００寺嶋公園

１３：２０～１４：２０東楠風荘公園稲荷神社横

１５：３０～１６：１０若江本町北公園

１４：１０～１５：００岩田公園

１３：２０～１３：５０花園西町公園
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�問移動図書館 ０６（６７２８）０２０２、�０６（６７３０）７３３７
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築４０年以上の
木造住宅

耐震診断・耐震改修は
お済みですか

相談しよう 一人じゃない 必ずまわりにだれかいる
小学校６年生（人権作品集）

東 大 阪 市 政 だ よ り （１０）令和２年６月１日



テイクアウト・デリバリーサービス
�掲示板�掲載店舗

新型コロナウイルス感染拡大に伴

う外出自粛要請への対応策として、

テイクアウトやデリバリーを実施す

る飲食店や小売店をまとめた“掲示

板”を東大阪商工会議所のウェブサ

イトに掲載します。このほど、その掲

示板で紹介する店舗を募集します。

�対市内および会議所会員事業所で飲
食店・小売店を営み、テイクアウト

やデリバリーの対応が可能な店舗

�申申込みフォームから（右下のコード
からアクセス可） ※Google アカウ

ントの取得が必要です。インターネッ

ト環境がない場合や、申込方

法など詳しくは東大阪商工

会議所へお問合せください。

�申�問東大阪商工会議所振興部 ０６

（６７２２）１１５１、�０６（６７２５）３６１１
�問産業総務課 ０６（４３０９）３１７４、

�０６（４３０９）３８４６

あなたの力を活かしませんか
預かり保育協力登録者

市立幼稚園・こども園の教育時間

終了後の預かりができる方を募集し

ます。 �対幼稚園教諭免許または保
育士資格がある大学生以上の方 活
動時間 週１日～３日で１日３時間

３０分程度（１４時以降） 謝金 １時

間１２００円（交通費含む） �申電話連
絡のうえ、履歴書と資格に関する証

明書の写しを直接

�申�問学校教育推進室 ０６（４３０９）

３２７０、�０６（４３０９）３８３８

会計年度任用職員
介護認定調査員

�対都道府県知事が作成する介護支
援専門員名簿に登録されており、都

道府県または指定都市が行う認定調

査員新規研修を修了している、自転車

または原動機付自転車に乗れる方

�定１人 �内介護保険に関する認定調
査、新規・現任調査員研修講師補助な

ど 選考日 ６月１３日�以降随時
選考方法 筆記・口述試験 勤務時
間 ９時～１７時３０分（週４日） 勤務
条件 給与月額２３万９１８４円、通勤・期

末手当別途支給、各種社会保険完備な

ど 任用期間 ７月１日～来年３月

３１日 �申申込書と資格に関する証明
書などの写し、返信用封筒（８４円切

手貼付）を５月２５日�～６月５日�
（消印有効）に郵送または８日�まで
に直接 ※申込書は市ウェブサイト

からダウンロード可。

�申�問〒５７７―８５２１市役所介護認定課
０６（４３０９）３１９０、�０６（４３０９）３８１４

会計年度任用職員
幼稚園型認定こども園
パート保育士

幼稚園型認定こども園における早

朝または延長保育業務です。 �対保育
士資格または幼稚園教諭免許がある

方 �定３人 選考方法 口述試験

任用期間 任用開始日～来年３月３１

日 �申申込書を郵送または直接 ※

郵送の場合は、返信用封筒（８４円切

手貼付）を同封。申込書は市ウェブ

サイトからダウンロード可。選考日

や勤務条件など詳しくはお問合せく

ださい。

�申�問〒５７７―８５２１市役所学校教育推
進室 ０６（４３０９）３２７０、�０６（４３０９）
３８３８

会計年度任用職員
生活保護関係

�内�定・給与月額 �生活保護事務
の補助業務�２人／１４万８８８円 �面
接相談業務�１人／１８万１２８０円 選
考日 ６月２０日� 選考方法 筆記

試験、面接 勤務時間 ９時～１７時

３０分（週４日） 勤務地 東・中・

西福祉事務所 勤務条件 通勤手当

別途支給、各種社会保険完備など

任用期間 ７月１日～来年３月３１日

（更新の可能性あり） �申６月１日
�～１６日�（必着）に郵送または直
接 ※業務内容により、必要な資格

が異なります。詳しくは市ウェブサ

イトをご覧いただくか、お問合せく

ださい。

�申�問〒５７７―８５２１市役所生活福祉課
０６（４３０９）３２２６、�０６（４３０９）３８４８

会計年度任用職員
指導監査専門員

�対社会福祉士・介護福祉士・精神
保健福祉士・介護支援専門員・管理

栄養士（いずれか）の資格があり、

介護保険・社会福祉事業などに１年

以上の勤務経験がある方（管理栄養

士は病院・学校給食などを含む）

�定１人 �内社会福祉法人・施設への
指導監査にかかる業務 選考日 ６

月１３日�（予定） 勤務時間 ９時

～１７時３０分（週４日） 勤務条件
給与月額１８万１２８０円、通勤手当別途

支給、各種社会保険完備など 任用
期間 ７月１日～来年３月３１日 �申
申込書と「私の考える社会福祉施設

（または介護保険施設）のあり方」を

テーマにした作文（８００字程度）を５

月２５日�～６月９日�（必着）に郵送
または直接 ※申込書や募集要項は

市ウェブサイトからダウンロード可。

�申�問〒５７７―８５２１市役所法人・高齢
者施設課 ０６（４３０９）３３１５・３３４０、

�０６（４３０９）３８４８

長瀬青少年センターの教室

【子育て教室～子育ての輪】
少人数のグループで子育ての不安

や悩みを話しあいませんか。

�時６月１０日	・２４日	１０時～１１時
４５分 �対子育て中または対人援助に
関わる方 ※申込不要。１２時以降に

個別相談あり（要予約）。

【インターネットの基本から応用】
�時６月１３日～１０月２４日の第２・４
土曜日１４時３０分～１６時３０分（計１０日

間） �対市内在住・在勤・在学（い
ずれか）の高校生以上の方 �定１２人
（抽選） �料１万５０００円 �持USB
メモリなどの記録媒体 �申基本事項
（９面に掲載）を６月５日�（必着）
までにハガキまたはファクスで

◇ ◇

�所�申�問〒５７７―０８３２長瀬町３―７―４０
長瀬青少年センター ０６（６７２７）１２００、

�０６（６７２９）９７８７

就職の面接で、こんなことを聞い

たり、聞かれたりしたことはありま

せんか。

「両親の出身地はどこですか。家

族の職業を言ってください」「住んで

いる地域はどんな環境ですか」「お父

さん（お母さん）がいないようです

が、どうされたのですか」「尊敬する

人物を言ってください」「結婚、出産

しても働き続けられますか（女性に

対して）」

これらの質問は本人に責任のない

ことや本来自由であるべき事項で、

就職差別につながる恐れがあります。

採用選考では、次の２点を基本的な

考え方として実施することが大切で

す。 �「人を人としてみる」人間
尊重の精神、すなわち応募者の基本

的人権を尊重する �応募者のもつ
適性・能力を基準とし、その人の資質

や長所を見いだすことを通じて行う

また、個人情報保護の観点から、

応募者から提出された履歴書などの

取扱いには、個人の権利・利益を侵

害しないようにしなければなりませ

ん。府では、６月を「就職差別撤廃

月間」と定め、さまざまな啓発事業

を行います。応募者の基本的人権を

尊重し、就職の機会均等を保障する

ことの大切さについて、府民・事業

者の皆さんの理解をお願いします。

【就職差別１１０番】
電話とＥメールで相談に応じます。

�時６月１日�～３０日�１０時～１８時（土
・日曜日、祝休日を除く） 相談先
０６（６２１０）９５１８、�rosei‐g04@sbo
x.pref.osaka.lg.jp

◇ ◇

�問�府雇用推進室 ０６（６２１０）９５１８

�労働雇用政策室 ０６（４３０９）３１７８、

�０６（４３０９）３８４６

６月は就職差別撤廃月間

しない させない 就職差別

ラ グ ビ ー の ま ち 東 大 阪（１１） 令和２年６月１日

mailto:rosei%E2%80%90g04@sbox.pref.osaka.lg.jp
https://forms.gle/dKSSVXNeM76Qnjw76


市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため外
出自粛に協力いただいている市民の皆さんや市内飲食店を応援
するための取組みを行います。
この機会にぜひご活用いただき、ワンチームでこの状況を乗
り越えましょう。

市
内
で
飲
食
業
を
営
む

小
規
模
事
業
者
ま
た
は
個

人
事
業
主
が
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
を

契
機
に
、
新
た
に
テ
イ
ク

ア
ウ
ト
や
デ
リ
バ
リ
ー
を

開
始
ま
た
は
拡
充
す
る
場

合
に
使
用
す
る
容
器
代
な

ど
と
し
て
、
５
万
円
の
補

助
を
行
い
ま
す
。

�対
次
の
全
て
を
満
た
す

飲
食
事
業
者

▽
市
内
に

事
業
所
を
有
し
、
こ
れ
ま

で
主
に
店
舗
内
で
飲
食
の

提
供
を
行
う
業
態
で
あ
っ

た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
拡
大
の
影
響
を

受
け
、
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
や

デ
リ
バ
リ
ー
を
新
た
に
開

始
ま
た
は
拡
充
し
た

▽

飲
食
業
を
営
む
小
規
模
事

業
者
（
中
小
企
業
基
本
法

に
定
め
る
「
お
お
む
ね
常

時
使
用
す
る
従
業
員
の
数

が
５
人
以
下
」
に
該
当
す

る
こ
と
）
ま
た
は
個
人
事

業
主

▽
「
飲
食
店
」
ま

た
は
「
喫
茶
店
」
の
営
業

許
可
を
受
け
て
い
る
。
た

だ
し
、
持
ち
帰
り
飲
食
サ

ー
ビ
ス
業
（
テ
イ
ク
ア
ウ

ト
専
門
や
移
動
販
売
な
ど
）

や
、配
達
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

（
デ
リ
バ
リ
ー
専
門
店
）、

小
売
店
を
除
く

▽
申
請

日
時
点
で
、「
＃
東
大
阪
エ

ー
ル
飯
」特
設
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
の
店
舗
登
録
が
完
了
し

て
い
る

▽
事
業
者
に
市

税
の
滞
納
が
な
い

な
ど

対
象
経
費

専
用
容
器

な
ど
、
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
や

デ
リ
バ
リ
ー
の
実
施
に
あ

た
っ
て
必
要
と
な
る
消
耗

品
な
ど
の
購
入
費
用（
４
月

７
日
〜
６
月
３０
日
購
入
分
）

補
助
額

５
万
円
（
上

限
。
補
助
率
は
対
象
経
費

の
１０
分
の
１０
）

そ
の
他
条
件

▽
事
業

所（
店
舗
）単
位
で
受
付

▽
申
請
は
１
事
業
所
に
つ

き
１
回
限
り

▽
テ
イ
ク

ア
ウ
ト
ま
た
は
デ
リ
バ
リ

ー
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、

食
品
衛
生
法
、
食
品
表
示

法
、
酒
税
法
な
ど
の
関
係

法
令
を
遵
守
す
る
こ
と

�申
申
請
書
、領
収
書（
４

月
７
日
〜
６
月
３０
日
の
日

付�
購
入
日
�が
記
載
さ
れ

た
も
の
）な
ど
の
写
し
、購

入
物
品
の
内
容
が
わ
か
る

資
料（
カ
タ
ロ
グ
、ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
の
写
し
、商
品
の
写

真
な
ど
）、食
品
衛
生
法
に

基
づ
く
営
業
許
可
証
の
写

し
、請
求
書
を
６
月
１
日
�

〜
３０
日
�
に
郵
送

※
先

着
３
０
０
件
。
予
算
額
上

限
に
達
し
た
時
点
で
打
ち

切
り
ま
す
。申
請
書
や
請
求

書
は
６
月
１
日
９
時
か
ら

公
開
す
る
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て

く
だ
さ
い
。詳
し
く
は
市
ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご
覧
く
だ

さ
い
（
下
の
コ

ー
ド
か
ら
ア
ク

セ
ス
可
）。

�申
�問
〒
５７７
―

８
５
２
１
市

役
所
国
際
観
光
室

０
６

（
４
３
０
９
）３
２
３
０
、

�
０
６
（
４
３
０
９
）
３

８
４
６

ン
ト
は
出
前
館
ま
た
は
ｄ

デ
リ
バ
リ
ー
で
使
用
で
き

ま
す
。

東
大
阪
市
内
の
住
所
に

配
達
さ
れ
る
も
の
が
対
象

と
な
り
ま
す
（
水
回
り
・

鍵
交
換
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス

ジ
ャ
ン
ル
お
よ
び
酒
・
米

・
水
配
送
の
ジ
ャ
ン
ル
の

店
舗
は
対
象
外
）。

実
施
期
間

６
月
１
日

�
〜
７
月
３１
日
�

※
大
阪
府
が
実
施
す
る

同
様
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
終

了
後
の
サ
ー
ビ
ス
開
始
と

な
る
た
め
、
実
施
期
間
が

変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
サ
ー
ビ
ス
利
用
に

あ
た
っ
て
の
詳
細
は
、
出

前
館
ま
た
は
ｄ
デ
リ
バ
リ

ー
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

市
内
飲
食
店
の

皆
さ
ん
へ

【
出
前
館
へ
の
登
録
初

期
費
用
２
万
円
を
免
除
】

出
前
館
へ
登
録
す
る
際

の
初
期
費
用
（
通
常
２
万

円
）を
免
除
し
ま
す
。１０
月

３１
日
�
ま
で
に
申
し
込
ん

だ
分
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

【
出
前
館
の
配
達
代
行

手
数
料
な
ど
を
減
額
】

出
前
館
の
シ
ス
テ
ム
利

用
料
お
よ
び
配
達
代
行
手

数
料
を
通
常
の
３
分
の
１

の
料
金
に
減
額
し
ま
す（
シ

ス
テ
ム
利
用
料�
現
在
１０
％

↓
３
・
３
％
�、配
達
代
行

手
数
料�
現
在
２３
％
↓
７
・

７
％
�）。
６
月
１
日
�
〜

１０
月
３１
日
�
の
配
達
分
が

対
象
と
な
り
ま
す
。

※
手
数
料
補
助
は
６
月

１
日
�
か
ら
開
始
。
予
算

が
な
く
な
り
次
第
終
了
と

な
る
た
め
、
実
施
期
間
が

変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
出
前
館
へ
の
出
店

の
申
込
み
お
よ
び
問
合
せ

は
出
前
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

（
下
の
コ
ー
ド

か
ら
ア
ク
セ
ス

可
）
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

◇

◇

�問
商
業
課

０
６
（
４

３
０
９
）３
１
７
６
、�
０

６（
４
３
０
９
）３
８
４
６

市
で
は
、
	
出
前
館
と

連
携
し
、
外
食
デ
リ
バ
リ

ー
サ
ー
ビ
ス
を
活
用
し
た

家
庭
と
市
内
飲
食
店
へ
の

支
援
を
行
い
ま
す
。
支
援

内
容
は
次
の
と
お
り
で

す
。市

民
の
皆
さ
ん
へ

【
１
０
０
０
円
以
上
の

注
文
で
５
０
０
円
分
の
ポ

イ
ン
ト
を
付
与
】

出
前
館
ま
た
は
ｄ
デ
リ

バ
リ
ー
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

か
ら
会
員
登
録
し
、
１
件

当
た
り
１
０
０
０
円
以
上

（
送
料
を
除
く
）
の
注
文

を
し
た
方
に
５
０
０
円
分

の
ポ
イ
ン
ト
を
付
与
し
ま

す
（
１
日
１
回
を
上
限
に

期
間
中
は
何
度
で
も
利
用

可
）。

付
与
さ
れ
た
ポ
イ

市民の皆さんも飲食店の皆さんも

６月１日
スタート
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テ
イ
ク
ア
ウ
ト
・
デ
リ
バ
リ
ー
用

容
器
購
入
費
な
ど
を
補
助
し
ま
す

市民の皆さん

東大阪市

東大阪市民 配達代行事業者
（出前館）

市内登録飲食店

食事の提供 一部補助

一部補助

ポイントなど付与

注文

出前注文システム
配達人員

システム利用手数料、
配達代行手数料
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ｄデリバリー出前館

※6月1日から確認できます。

詳しくはこちら

象

対

店

食

飲

録

登

飯

ル

ー

エ

阪

大

東

＃

飲食店の皆さん

特設ウェブ
サイト

東 大 阪 市 政 だ よ り （１２）令和２年６月１日

古紙配合率７０％再生紙を使用しています

https://demae-can.com/inquiry/branchShop/input/
https://sp.demae-can.com/link/cam/list
https://delivery.dmkt-sp.jp/campaign/
https://hta.deci.jp/food/takeout-gourmet/
https://forms.gle/dKSSVXNeM76Qnjw76


新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、影響を受けている
市民、企業および個人事業主などに対して実施する支援制度
などを紹介します（５月１５日現在）。ぜひご利用ください。支
援制度の内容など詳しくは、問合せ先の担当課などにお問合
せください。

●助成・給付に関するもの
問合せ先

特別定額給付金コールセンター ０６（４３０９）３６６７、
�０６（４３０９）３８１５

�配偶者からの暴力に関すること�DV 専門相談
０６（４３０９）３１９１ �高齢者虐待に関すること�東
・中・西福祉事務所高齢・障害福祉係（東�０７２―
９８８―６６１７、�０７２―９８８―６６７１ 中�０７２―９６０―９２７５、
�０７２―９６４―７１１０ 西�０６―６７８４―７９８１、�０６―６７８４―
７６７７）

新型コロナウイルス感染症対策事業室 ０６（４３０９）
３００７、�０６（４３０９）３８１５

生活支援課住居確保給付金相談窓口 ０６（６７４８）
０１０２、�０６（６７４８）０１０３

学事課 ０６（４３０９）３２７２、�０６（４３０９）３８３８

医療保険室資格給付課 ０６（４３０９）３１６７、�０６（４３０９）
３８０４

国民健康保険被保険者・後
期高齢者医療制度被保険者
である被用者（給与の支払
いを受けている者に限る）
で、療養のため労務に服す
ることができない者（新型
コロナウイルス感染症に感
染した場合または発熱など
の症状があり感染が疑われ
る場合に限る）

対象

４月２７日時点で、東大阪市
の住民基本台帳に記載され
ている方

市内在住で配偶者やその他
親族からの暴力などを理由
に避難していて、現在の居
住地が住民基本台帳に記載
されていない方

４月分（３月分を含む）の
児童手当を受給している方

離職・廃業から２年以内、
または休業などにより収入
が減少し、離職などと同程
度の状況になり住居を失っ
たまたは失う恐れのある方

保護者

概要

経済的な影響を受けた家計を支援するため１人当たり１０万円
を支給します。

子育て世帯の生活を支援するため、臨時特別給付金を支給し
ます。

離職した方などについて、一定期間、住居確保給付金（単身
世帯：３万８０００円、２人世帯：４万６０００円、３人～５人世帯：
４万９０００円：６人以上の世帯は要問合せ）を上限に支給し、
生活の土台となる住居を確保するとともに就職に向けた支援
を行います。一定の資産収入などに関する要件など、給付に
関する要件があります。

経済的な理由のために市立小・中・義務教育学校への就学が
困難な児童生徒の保護者に、費用の一部を援助します（世帯の
所得合計額の制限あり）。また今年度中に、所得が減少したこと
により世帯の所得合計額の制限を下回る見込みの場合はご相
談ください（令和２年分源泉徴収票または確定申告書の控えが
必要）。

労務に服することができず、給与の全部または一部を受ける
ことができなかった期間（一定の要件を満たした場合に限る）
傷病手当を支給します。

制度

特別定額給付金

子育て世帯への臨時特別給付金

住居確保給付金

市立小・中・義務教育学校の就学援助制度

傷病手当金の支給

●対応期間の延長に関するもの
問合せ先

税制課 ０６（４３０９）３１３４、�０６（４３０９）３８１０

税制課 ０６（４３０９）３１３３、�０６（４３０９）３８１０

市民室 ０６（４３０９）３１６３、�０６（４３０９）３０１２

市民課 ０６（４３０９）３１６４、�０６（４３０９）３８０３

市民課 ０６（４３０９）３１６４、�０６（４３０９）３８０３

子どもすこやか部施設利用相談課 ０６（４３０９）３２０２、
�０６（４３０９）３８１７

健康づくり課 ０７２（９６０）３８０２、�０７２（９６０）３８０９

母子保健・感染症課 ０７２（９６０）３８０５、�０６（４３０９）
３８０９

対象

対象車両 身体障害者など
が専用するもの、身体障害
者の利用に供するため構造
を改造したもの、公益法人
がその事業に使用するもの
※詳しくはお問合せくださ
い。

法人市民税・事業所税の申
告対象者

交付通知書を受け取り、マ
イナンバーカードを受け取
っていない方

転入や転居、世帯変更など
の届出者

印鑑登録回答書の回答期限
が４月８日以降の方、印鑑
登録申請を緊急事態宣言の
解除の前日までに行った方

育児休業中で保育施設に申
し込み、４月１日現在、入
所決定となった子どもの保
護者

該当する市内既存飲食店

小児慢性特定疾病医療受給
者で３月１日～来年２月２８
日の間に有効期間が満了す
る方

概要

軽自動車税（種別割）の減免申請期限を６月３０日�まで延長
します。

期限までに申告ができない場合、期限の延長が認められます。

交付前のマイナンバーカード（個人番号カード）について、
本市での保管期間が今年３月以降のものは、当面、保管期間
を延長します。

転入や転居、世帯変更などの届出は、異動日（引越しなどの
日）から１４日以内に行わなければなりませんが、当面、１４日
を過ぎた場合でも通常どおり手続きができます。

印鑑登録の回答期限を、緊急事態宣言の解除の日から１か月
後とします。

育児休業中で入所決定となった方は「入所日から１か月以内
に復職すること」の条件を「入所日から３か月以内に復職す
ること」に緩和します。

今年４月完全施行の健康増進法において、既存飲食施設が４
月以降も喫煙と飲食を同じスペースで可能にする場合の届出
書について、３月末を締切りとしていましたが、当面、期間
を延長します。

有効期間を１年延長します（手続き不要）。

制度

軽自動車税（種別割）の減免申請期限の延
長

法人市民税・事業所税の申告期限の延長

交付前のマイナンバーカード保管期間の延
長

転入、転居、世帯変更などの届出期限の延
長

印鑑登録の回答期限の延長

保育施設入所決定による復職期日の緩和

喫煙可能室設置届け出期間の延長

小児慢性特定疾病医療受給者証の延長

新型コロナウイルスに関する
市民・事業者向け支援情報一覧

市民を対象とする支援制度など

（１）



●融資に関するもの
問合せ先

大阪府社会福祉協議会 ０６（６７７６）２２３２、�０６（６７６７）
１５６２
東大阪市社会福祉協議会 ０６（６７８９）７２０１、�０６
（６７８９）２９２４

子ども家庭課 ０６（４３０９）３１９４、�０６（４３０９）３８１７

対象

休業や失業で、一時的な生
活資金に困っている方

ひとり親家庭および寡婦

概要

大阪府社会福祉協議会では、低所得世帯などに対して、生活
費などの必要な資金の貸付けなどを行う生活福祉資金貸付制
度を実施しています。緊急小口資金（特例）、総合支援資金
【生活支援費】（新型コロナウイルス感染症特例）などがあり
ます。条件など詳しくはお問合せください。

子どもが在籍する保育所や学校などの臨時休業、事業所の休
業などにより、保護者の就業環境が変化し、一時的に就労収
入が減少し、日常生活に支障をきたすひとり親家庭などは、
母子父子寡婦福祉資金貸付金の生活資金の貸付けを活用でき
る場合があります。

制度

生活福祉資金貸付制度

母子父子寡婦福祉資金貸付金の生活資金の
貸付

●その他
問合せ先

学校教育推進室 ０６（４３０９）３２６８、�０６（４３０９）
３８３８

子ども家庭課 ０６（４３０９）３１９４、�０６（４３０９）３８１７

対象

小・中学生とその保護者

０歳～２歳の保育所などを
利用している子ども
０歳～５歳の在宅している
未就学児
３歳～５歳の府外の保育所
などを利用している子ども
府外の学校などへ通う小・
中学生、高校生

概要

児童・生徒および保護者が自宅などで活用できる教材や動画
などを紹介するウェブサイトです。
【文部科学省】「子供の学び応援サイト」～臨時休業期間にお
ける学習支援コンテンツポータルサイト
【経済産業省】「学びを止めない未来の教室」
【大阪府】小・中学校に向けた家庭学習教材などについて
【東大阪市】「確かな学力の向上」をテーマとした学習支援サ
ービス～ラインズｅライブラリ（５月より試行実施）

大阪府で実施している図書カード配布事業の対象となってい
ない本市在住の子どもに対し、一人につき２０００円の図書カー
ドを配布します。

制度

児童・生徒の家庭学習などの支援サイト

図書カードの配布

●支払い猶予・減免に関するもの
問合せ先

市民税課 ０６（４３０９）３１３５、�０６（４３０９）３８０９

納税課 ０６（４３０９）３１４８、�０６（４３０９）３８０８

医療保険室保険料課 ０６（４３０９）３１６８、�０６（４３０９）
３８０７

国民年金課 ０６（４３０９）３１６５、�０６（４３０９）３８０５

子ども家庭課 ０６（４３０９）３１９４、�０６（４３０９）３８１７

�日割り後の保育料決定に関すること�子どもす
こやか部施設利用相談課 ０６（４３０９）３２０２ �保育
料充当に関すること�子どもすこやか部施設給付
課 ０６（４３０９）３１９５ ☆�はいずれも０６（４３０９）３８１７

介護保険料課 ０６（４３０９）３１８８、�０６（４３０９）３８１４

高齢介護室給付管理課 ０６（４３０９）３１８６、�０６（４３０９）
３８１４

上下水道局お客様サービス課 ０６（６７２４）１２２１、
�０６（６７２１）２３７４

上下水道局収納対策課 ０６（６７２４）１２２１、�０６（６７２１）
２３７４

東大阪市営住宅管理センター ０６（６７８８）８００１、
�０６（６７８８）８００５
住宅政策室総務管理課 ０６（４３０９）３２３１、�０６（４３０９）
３８３４

東大阪市営北蛇草・荒本住宅管理センター ０６
（６７８２）２０００、�０６（６７８２）２００６
住宅改良室 ０６（４３０９）３２３４、�０６（４３０９）３８３４
�制度に関すること�青少年教育課 ０６（４３０９）
３２８１、�０６（４３０９）３８３５ �手続きに関すること
�各運営事業者

対象

失業や廃業した方、所得が
前年中と比べて４割以上減
少する見込みの方

市税の納税者・特別徴収義
務者

事業の不振、休業または廃
止、失業などの理由で、収入
が著しく減少したことなど
により、保険料の全部また
は一部を一時に納付するこ
とができないと認める場合

所得の低下が見込まれる方

母子父子寡婦福祉資金の貸
付けを受けた方

認定こども園、保育所、小
規模保育施設に通う子ども
の保護者

事業の廃止や失業などの理
由で、第１号被保険者の属
する世帯の生計を主として
維持する者の本年中の合計
所得金額の見込額が前年の
２分の１以下であって、市
民税非課税となると見込ま
れる場合

事業の廃止や失業などの理
由で、要介護被保険者また
は要支援被保険者の属する
世帯の生計を主として維持
する者の合計所得金額が、
前年の２分の１以下に減少
し、市民税非課税世帯になる
と見込まれる場合

給水契約者

生活福祉資金貸付制度にお
ける緊急小口資金・総合支
援資金の特例貸付の貸付対
象の方、一時的に水道料金
および下水道使用料の支払
いに困難をきたしている方

市営住宅に入居しており、
収入が減少して市営住宅使
用料などの支払いが困難と
なる方

留守家庭児童育成クラブに
通う児童の保護者

概要

個人市民税・府民税の支払いが困難な方は減免が認められる
場合があります。

市税の納付が一時的に困難な場合は、一定の要件を満たせば、
徴収の猶予を受けることができます。

保険料の減免や分割納付、納付の猶予が認められる場合があ
ります。

保険料の納付が困難となる方について、臨時特例措置として
免除などが認められる場合があります。

支払期日に償還を行うことが著しく困難になった場合、償還
金の支払いを猶予します。

６月末までの期間、登園を自粛した場合の保育料を日割りの
うえ決定します。保育所および公立認定こども園に通う子ど
もの保護者については、新年度以降分について原則充当対応
を行います。

収入が著しく減少し保険料の支払いが困難となる方について、
保険料の減免が認められる場合があります。

申請により減免が認められる場合があります。

水道料金の最低料金を５割減額します（従量料金は減額なし）。

支払い猶予などの相談受付を行います。

減免などが認められる場合があります。

登所を自粛した場合の保護者負担金の返金（減額）を行いま
す。

制度

個人市民税・府民税の減免

市税の徴収猶予の特例制度

国民健康保険、後期高齢者医療保険の保険
料の減免や納付の猶予など

国民年金保険料の免除など

母子父子寡婦福祉資金貸付金の償還金の支
払い猶予

保育料の日割り

介護保険料の減免

介護保険利用者負担額の減免

水道料金の減額

水道料金などの支払い猶予などの相談受付

市営住宅使用料などの減免など

留守家庭児童育成クラブの保護者負担金の
返金（減額）

市民を対象とする支援制度など

（２）



●融資・支払い猶予など
問合せ先

産業総務課分室 ０６（６７４８）７２７５、�０６（４３０９）
２３０３

日本政策金融公庫 月曜日～金曜日０１２０（１５４）
５０５ 土・日曜日、祝休日 �国民生活事業につい
て�０１２０（１１２４７６） �中小企業事業について�
０１２０（３２７７９０）

商工組合中央金庫相談窓口 ０１２０（５４２）７１１

東大阪商工会議所 ０６（６７２２）１１５１、�０６（６７２５）
３６１１

日本政策金融公庫 月曜日～金曜日０１２０（１５４）
５０５ 土・日曜日、祝休日 �国民生活事業につい
て�０１２０（１１２４７６） �中小企業事業について�
０１２０（３２７７９０）
日本政策金融公庫 月曜日～金曜日０１２０（１５４）
５０５ 土・日曜日、祝休日 �国民生活事業につい
て�０１２０（１１２４７６） �中小企業事業について�
０１２０（３２７７９０）
日本政策金融公庫 月曜日～金曜日０１２０（１５４）
５０５ 土・日曜日、祝休日 �国民生活事業につい
て�０１２０（１１２４７６） �中小企業事業について�
０１２０（３２７７９０）
日本政策金融公庫 月曜日～金曜日０１２０（１５４）
５０５ 土・日曜日、祝休日 �国民生活事業につい
て�０１２０（１１２４７６） �中小企業事業について�
０１２０（３２７７９０）

中小企業基盤整備機構共済相談室 ０５０（５５４１）７１７１

日本政策金融公庫の各支店
本店フリーコール ０１２０（１５４）５０５
最寄りの農協
信用農協連合会

信用農協連合会、農林中金、銀行、信用金庫、信用組合
グリーン大阪農業協同組合 ０６（６７４８）５２００
大阪中河内農業協同組合 ０７２（９９６）１７１７

大阪府農業共済組合本所 ０６（６９４１）８７３６

福祉医療機構 ０６（６２５２）０２１６

納税課 ０６（４３０９）３１４８、�０６（４３０９）３８０８

対象

中小企業者

事業者

小規模事業者

生活衛生関係営業を営む方

小規模事業者

中小企業者

旅館業、飲食店営業および
喫茶店営業を営む方

小規模企業共済の契約者

認定農業者、主業農業者、
認定新規就農者、集落営農
組織など

認定農業者

主業農業者、認定新規就農
者、集落営農組織など

認定農業者、主業農業者、
認定新規就農者、集落営農
組織など

農業保険の加入者

機能停止などになった社会
福祉施設など

市税の納税者・特別徴収義
務者

概要

経営の安定に支障が生じている中小企業者に資金繰りの支援
を行います。

売上高が前年同月比１５％以上減少する中小企業者に対して保
証の措置をします。

業況が悪化した事業者に対し融資を行います。

商工会議所などの経営指導員による経営指導を受けた小規模
事業者に対して行う融資制度（マル経融資）につき、金利引
下げの措置を行います。

業況が悪化した生活衛生関係営業を営む方に対し、無担保で
融資を行います。

売上げが減少した小規模事業者の融資制度の金利を引き下げ
ます。

一時的に売上げの減少など業況悪化をきたしているが、中期
的にその業績が回復しかつ発展することが見込まれる中小企
業者向けの融資（セーフティネット貸付）につき、融資要件
を緩和します。

一時的な業況悪化から資金繰りに支障をきたしている旅館業、
飲食店営業および喫茶店営業を営む方向けに融資します。

経済環境の変化などに起因した一時的な業況悪化により、資
金繰りに著しい支障をきたしている小規模企業共済の契約者
に対して経営の安定を図るための事業資金を貸し付けます。
農林漁業セーフティネット資金の貸付金の利用を要件に「新
型コロナウイルス感染症により資金繰りに著しい支障をきた
しているまたはきたす恐れがあること」が追加されました。
また、一定期間の実質無利子、無担保での貸付けや借入限度
額が引き上げられました。

農業近代化資金の貸付けの特例が設けられました。また、一
定期間の実質無利子、無担保での貸付けとなりました。

農業近代化資金の貸付けの特例が設けられました。また、一
定期間の実質無利子、無担保での貸付けとなりました。

農業近代化資金の貸付けの特例が設けられました。また、一
定期間の実質無利子、無担保での貸付けや農業信用基金協会
の債務保証にかかる保証料が一定期間免除されました。

収入保険の保険料や農業共済の共済掛金などの支払期限を延
長します。

社会福祉施設などが機能停止になった場合などの経営資金に
ついて、通常の融資条件から貸付利率の引下げなどの優遇措
置を講じた融資（優遇融資）を行います。

市税の納付が一時的に困難な場合は、一定の要件を満たせば、
徴収の猶予を受けることができます。

制度

セーフティネット保証４号・５号

危機関連保証

新型コロナウイルス感染症特別貸付

危機対応融資

マル経融資の金利引下げ（新型コロナ
ウイルス対策マル経）

生活衛生新型コロナウイルス感染症特
別貸付

新型コロナウイルス対策衛経

セーフティネット貸付の要件緩和

衛生環境激変対策特別貸付

小規模企業共済制度の特例緊急経営安定貸
付など

農林漁業セーフティネット資金の融資制度

農業経営基盤強化資金（スーパーＬ資金）
の融資制度

経営体育成強化資金の融資制度

農業近代化資金の融資制度

農業保険の保険料の支払い延長

社会福祉施設などに対する融資（福祉医療
機構福祉貸付事業）

市税の徴収猶予の特例制度

無
利
子
・
無
担
保
融
資

●補助金・助成金
問合せ先

持続化給付金事業コールセンター ０１２０（１１５）５７０、
０３（６８３１）０６１３〈IP電話専用回線〉

休業要請支援金相談コールセンター
０６（６２１０）９５２５、�０６（６２１０）９５０４
産業総務課 ０６（４３０９）３１７４ �０６（４３０９）
３８４６ ※詳しくは府ウェブサイトをご
覧ください（右のコードからアクセス可）。

中小企業基盤整備機構 ０３（６４５９）０８６６
※詳しくは中小企業基盤整備機構ウェ
ブサイトをご覧ください（右のコード
からアクセス可）。

ものづくり補助金事務局 ０５０（８８８０）
４０５３ ※詳しくはものづくり補助事業
公式ウェブサイトをご覧ください（右
のコードからアクセス可）。

東大阪商工会議所 ０６（６７２２）１１５１、�０６（６７２５）３６１１

テレワーク相談センター ０１２０（９１）６４７９

学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向
け緊急小口資金相談コールセンター ０１２０（６０）３９９９
大阪労働局助成金センター雇用調整助成金相談予
約コールセンター ０１２０（８０５）２１８ ※予約受付
のみ。助成金センターでの相談は完全予約制です。
※詳しくは厚生労働省ウェブサイトをご覧くださ
い（下のコードからアクセス可）。

雇用調整
助成金

休暇取得
支援

休業対応
支援

国際観光室 ０６（４３０９）３２３０、�０６（４３０９）
３８４６ ※申込方法など詳しくは市ウェ
ブサイトをご覧ください（右のコード
からアクセス可）。

対象

中小法人・個人事業者また
は事業者

中小企業・個人事業主

事業者

中小企業・小規模事業者

小規模事業者

中小企業者

事業者

「＃東大阪エール飯」特設ウ
ェブサイトの店舗登録が完
了している、飲食業を営む小
規模事業者（従業員数５人以
下）または個人事業主 ※詳
しくはお問合せください。

概要

売上げが前年同月比５０％以上減少している事業者に事業の継
続を下支えし、事業全般に広く使える給付金を支給します。

大阪府から施設の使用制限による休業の協力要請などを受け、
特に深刻な影響を被っている中小企業・個人事業主を対象に
支援金を支給します。

サプライチェーンの毀損などに対応するための設備投資や販
路開拓、事業継続力強化に資するテレワークツールの導入に
取り組む事業者を優先的に支援します。

新製品・サービス開発や生産プロセス改善などのための設備
投資などを支援します。

小規模事業者の販路開拓などのための取組みを支援します。

在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワーク
に取り組む中小企業事業主に、その実務に要した費用の一部
を助成します。

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主
が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行
い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金など
の一部を助成します。

小学校などが臨時休業した場合などに、保護者の休職に伴う
所得の減少に対応するため、年次有給休暇とは別途、有給の
休暇を取得させた企業に対し、助成金を支給します。

小学校などの臨時休業などに伴い、子どもの世話を行うため、
契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援するた
め助成金を支給します。

市内の飲食店が、新型コロナウイルス感染拡大を契機に、新
たにテイクアウトやデリバリーを開始、または拡充する場合
に必要となる容器代などの購入費を５万円支給します。
受付期間 ６月１日�～６月３０日�（先着３００件）

制度

持続化給付金

休業要請支援金

生産性革命推進事業

ものづくり・商業・サービス補助

持続化補助

働き方改革推進支援助成金
（テレワークコース）

雇用調整助成金の特例措置

小学校の臨時休業に伴う保護者の休暇取得
支援
（労働者に休暇を取得させた事業者向け）

小学校などの臨時休業に対応する保護者支
援
（委託を受けて個人で仕事をする方向け）

テイクアウト・デリバリー用容器等購入補
助制度

企業および個人事業主などを対象とする支援制度など

（３）

http://www.pref.osaka.lg.jp/keieishien/kyugyoshienkin/index.html
https://seisansei.smrj.go.jp/
http://portal.monodukuri-hojo.jp/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000027368.html
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� 新型コロナウイルスに関する支援情報については、新しい制度などを含め

内容が随時更新されるため、最新の情報は市ウェブサイトでご確認くださ
い（右のコードからアクセス可）。

●企業および個人事業主など対象
問合せ先

東大阪商工会議所 ０６（６７２２）１１５１、
�０６（６７２５）３６１１ ※詳しくは経済産
業省ウェブサイトをご覧ください（右
のコードからアクセス可）。

日本政策金融公庫 月曜日～金曜日０１２０（１５４）
５０５ 土・日曜日、祝休日 �国民生活事業につい
て�０１２０（１１２４７６） �中小企業事業について�
０１２０（３２７７９０）

日本政策金融公庫東大阪支店 �国民生活事業に
ついて�０６（６７８２）１３２１ �中小企業事業につい
て�０６（６７８７）２６６１
商工中金東大阪支店 ０６（６７４６）１２２１

大阪信用保証協会 �月曜日～金曜日�０６（６２６０）
１７３０ �土・日曜日�０６（６１３１）７３２１
大阪府商工会連合会 ０６（６９４７）４３４０

大阪府中小企業団体中央会 ０６（６９４７）４３７０

中小企業基盤整備機構近畿本部 ０６（６２６４）８６１３

近畿経済産業局相談窓口 ０６（６９６６）６０２４

大阪府よろず支援拠点 ０６（４７０８）７０４５
※詳しくは経済産業省ウェブサイトを
ご覧ください（右のコードからアクセ
ス可）。

中小企業金融・給付金相談窓口 ０５７０（７８３１８３）
金融庁相談ダイヤル ０１２０（１５６８１１）

総務省テレワークマネージャーWeb
・電話相談事業事務局 ０３（５２１３）４０３２
※詳しくは中小企業税制パンフレット
をご覧ください（右のコードからアク
セス可）。

大阪労働局 ０１２０（９３９）００９

対象

中小企業・小規模事業者

中小企業・小規模事業者

中小企業・小規模事業者

事業者

府内在住の方、事業者

概要

新型コロナウイルスに関する経営相談窓口を設置しています。

資金繰りだけでなく、売上げの拡大や経営改善、IT ツールの
導入など、中小企業・小規模事業者が抱えるさまざまな経営
の悩みに、専門家が対応しています。

資金繰り支援全般に関する相談に対応しています。

テレワークの知見、ノウハウなどを有する専門家が無料で、
テレワーク導入に関するアドバイスを実施しています。

一般的な労働相談や特別休暇制度導入にかかる企業訪問によ
る就業規則の整備支援などの無料コンサルティングを実施し
ます。

相談窓口

経営相談窓口

経営アドバイス

資金繰り支援窓口

テレワーク導入支援

特別労働相談窓口

●市民対象
問合せ先

市政情報相談課 ０６（４３０９）３１０４、�０６（４３０９）
３８０１ ※月・水・金曜日１３時～１６時。要予約。

イコーラム（男女共同参画センター）０７２（９６０）９２
０５、�０７２（９６０）９２０７ ※第１水曜日１３時～１６時。５
・８・１１・来年２月は第３水曜日も実施。要予約。

イコーラム（男女共同参画センター） ０７２（９６０）
９２０５、�０７２（９６０）９２０７ ※第２土曜日１３時３０分
～１６時２０分に実施。要予約。

DV専門相談 ０６（４３０９）３１９１
※月曜日～金曜日９時～１２時・１２時４５分～１７時。

消費生活センター ０７２（９６５）０１０２、�０７２（９６２）
９３８５ ※月曜日～金曜日９時３０分～１６時。

子どもすこやか部施設給付課 ０６（４３０９）３３０２、�
０６（４３０９）３８１７

子ども見守り相談センター子ども相談課 ０６（４３０９）
３１９７、�０６（４３０９）３８１８
子ども見守り相談センター子ども相談課 ０６（４３０９）
３１９７、�０６（４３０９）３８１８

東大阪市子育て相談ダイヤル ０７２（９６１）０１７８

子育て支援センター・つどいの広場（１８か所）
※連絡先は市ウェブサイト参照。

教育センター ０６（６７２０）７８６７

教育センター ０６（６７３２）０１１０

東大阪市青少年補導センター ０６（６７２１）９１７４
※火曜日～土曜日１０時～１６時。
メールでの相談も可
�hodou.９１７４@gmail.com

くるみ東大阪 ０６（６７２７）０５３５
電話がつながらない場合は０８０（４１５２）９７６８
※月・火・水・金曜日１０時～１６時。

対象

市内在住・在勤・在学（い
ずれか）の方

女性

女性

市内在住の方

市内在住の方

就学前乳幼児がいる子育て
世帯

市内在住の０歳～１８歳の子
どもとその家族、妊産婦

市内在住の方

市内在住の０歳～１８歳の子
どもとその家族、妊産婦

就学前乳幼児がいる子育て
世帯

保護者、市内在住の方

子ども

市内在住の方

本人とその家族

概要

弁護士が法律上の問題の相談に電話で応じます。

女性をとりまく法律上の問題に、女性弁護士が相談に応じま
す。

女性社会保険労務士が、解雇やハラスメントなどの職場のト
ラブルの相談に応じます。

配偶者からの暴力（DV）に関する相談に応じます。

消費生活に関する相談（新型コロナウイルス感染症に便乗し
た悪質商法、契約に関するもの）に応じます。

育児に関する悩みや相談に応じます。

子育てに関するしつけや体罰、子どもの健やかな成長・発達
に関する悩みについての相談に応じます。

子どもに関する虐待の相談・通告について対応します。

子育てに関する不安や悩みについての相談に２４時間応じます。

育児に関する悩みや相談に電話で応じます。

子どもの教育や養育に関する悩みに、相談員が電話で対応し
ます。

いじめや友人関係など、子どもの悩みに、相談員が電話で対
応します。

青少年に関する悩み相談に相談員が対応します。

ひきこもり・不登校の悩みの相談に応じます。

相談窓口

法律相談

女性のための法律相談

女性のための労働相談

DV専門相談

消費生活相談

子育てサポーターによる子育て相談

子どもに関する悩み相談

子ども虐待の通告窓口

子育て相談ダイヤル

子育て支援センター、つどいの広場におけ
る電話相談

子どもの悩み相談

いじめ・悩み１１０番

すこやかテレホン

ひきこもりなどの相談

を設置しています口窓談相さまざまな気軽に相談を

（４）
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